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平成２２年第２回三笠市議会定例会 

平成２２年６月１８日（第１日目） 

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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開会 午前１０時２６分   

  ──────────────────────────────────────── 

◎開 会 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） ただいまから、平成２２年第２回定例会を開会いたします。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎開 議 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） これより、本日の会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の１ 会議録署名議員の指名についてを議題といたします。 

 会議録署名議員は、会議規則第７７条の規定により、２番岩崎議員及び４番齊藤議員を

指名いたします。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会 期 の 決 定 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の２ 会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今定例会の会期は、本日から６月２５日までの８日間としたいと思います。御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 会期は、８日間と決定いたしました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 諸 般 報 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の３ 諸般報告に入ります。 

 初めに、議会事務報告については、文書御配付のとおりでありますので、口頭報告を省

略し、直ちに質問を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質問ないようですから、議会事務報告については報告済みといた

します。 

 次に、教育委員会審議事項報告については、文書御配付のとおりでありますので、口頭

報告を省略し、直ちに質問を受けます。 
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（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質問ないようですから、教育委員会審議事項報告については、報

告済みといたします。 

 次に、一般行政報告を行います。 

 市長から報告を求めます。 

 市長、登壇報告願います。 

 小林市長。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 行政報告を申し上げます。 

 まず、報告第１号市長の行動報告についてでございますが、去る４月１７日、夕張市の

ほうに総務大臣が来るということで、空知の関連市町村５市１町が面会を求めまして、わ

ずかな時間でありますけれども、１０分間という時間制約の中で、夕張を除いた４市１町

の首長がお会いすることができました。５市１町の代表であります芦別市長のほうから、

時間がありませんので、まとめて産炭地の現状、あるいはまた要望等について申し上げた

ところでございます。その後、総務大臣のほうから、せっかく各市町村の首長さんが来て

いるので、それぞれのまちのことについてお話を聞きたいという、逆に要望が出されまし

て、また１０分間延長していただきまして、私どものほうから三笠市の現状、今日まで取

り組んできたこと、それらについてのお話をさせていただきました。特に要望につきまし

ては、新過疎法が６年間延長するということになりましたものですから、それにかかわっ

て、従来過疎法に適用しない部分もございましたので、ぜひそういったことについては、

適用するようにというお願いをいたしたところでございます。 

 続きまして、報告第２号人事発令でございますが、そこに記載されておりますように、

平成２２年３月３１日付でそこに記載されております６名の方が退職いたしました。あわ

せて、翌日の４月１日には、市長部局から始まって各それぞれの執行機関の異動を行いま

した。それらについては、そこに記載されておりますので、それを御参照いただきたいと

思います。 

 続きまして、報告第３号事故発生についてであります。もう既に御承知と思いますが、

三笠鉄道村で発生した事故について報告をいたします。 

 日時は６月６日日曜日正午過ぎでございまして、場所は鉄道村の軌道自転車設置区域、

負傷になったのは、４歳の鎌田陸叶君がお父さんと一緒に、踏んで走るトロッコといいま

すか、それに乗っていて事故になったわけであります。直ちに通報を受けまして、市立病

院のほうで救急車で搬送いたしまして、三笠の市立病院では、当時、日曜日ということも

ありましたものですから、早急に札幌に運んだほうがいいということで、ドクターヘリを

呼びまして、そこに記載されております札幌東徳州会病院へ搬送いたし、直ちに指の切断

された部分について手術をいたしました。３本のうち２本は何とかつくことに成功いたし

ましたけれども、１本については残念ながらだめだったということでございました。私ど
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もは、その事故を受けてから直ちに、まずけがをされた方のお見舞いということで、鉄道

村から細川社長をはじめ担当所管であります部長も派遣いたしまして、とりあえずお見舞

いをさせていただいたところでございます。その後も時間がある限りはお見舞いいたしま

した。最近、６月１５日にお見舞いに行ったときには、けがをされた子供さんもすっかり

元気になりまして、近々退院するというところまで来たようであります。 

 警察のほうは、その原因究明ということで現在調査中でありますけれども、退院してか

ら、親御さん、子供さんを含めまして、実地検証というのでしょうか、現場に居合わせて

どうして事故が起きたのかということで調査するようでございまして、その結果を待って

おります。 

 なお、この種の問題については、常に市の顧問弁護士であります弁護士の先生とも相談

しながら指示、指導を受けながら、けがをされた方々に対して対応しているところでござ

います。 

 続きまして、報告第４号でございますが、そこのところにありますように、温水プール

の外壁改修工事ほか４件について、そこに記載されたとおりでございますので、御参照い

ただきたいと思っております。 

 最後に、報告第５号火災発生についてでございますが、４月９日午後１１時ごろ、幌内

の住吉町市営住宅のＡ棟で火災が発生いたしました。罹災建物構造あるいは延焼程度等に

ついてはそこに記載いたしておりますが、その火元と見られる方が２階から飛びおりたと

いうことで現在も入院されているところでございます。ひとり住まいということもござい

まして、避難するために寝室から飛びおりたということで、けがをされまして現在入院中

でございます。 

 以上、報告５件について、行政報告を終わらせていただきます。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、一般行政報告に対する質問に入ります。 

 まず、報告第１号企画経済部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） ないようですから、次に、報告第２号総務部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、報告第３号企画経済部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、報告第４号建設部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） ないようですから、最後に、報告第５号消防本部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質問ないようですから、一般行政報告については、報告済みとい

たします。 

  ──────────────────────────────────────── 
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◎日程第４ 一 般 質 問 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の４ 一般質問を行います。 

 一般質問については、佐藤議員ほか３名からの通告がありますので、通告順に従い、順

次質問を許可いたします。 

 ３番佐藤議員、登壇質問願います。 

（３番佐藤孝治氏 登壇） 

◎３番（佐藤孝治氏） 平成２２年第２回定例会におきまして、通告に基づきまして御質

問いたしますので、御答弁のほどよろしくお願いいたします。 

 初めに、子宮頸がん予防ワクチン公費助成につきまして、これは第１回定例会でも質問

いたしましたので、予防ワクチンについての細かい説明はいたしませんが、その後、一市

民団体が公費助成の要望を２,１５０名の署名とともに要望書を市長に提出し、女性の命

を守る政策の実現を訴えております。また、報道を見ていても、公費助成を実施する自治

体がふえてきております。公費助成を実施した自治体も決して財政に余裕があって決断し

たとは思えません。首長の命に対する思いが、取り組み方に違いが出てくるのではないで

しょうか。 

 命を守ると強調していた政権は８カ月で終わり、新しい政権も具体的な部分を示さず、

選挙へと走りました。私もこの政策は国がやるべきことと思いますが、国が当てにならな

い以上、地方から国を動かしていただきたい、いま一度市長の見解をお伺いいたします。 

 次に、花のまちづくり構想についてお伺いいたします。 

 北海道では、平成１６年５月に開催された「赤レンガ花観光ウィーク」において、高橋

知事が「花大陸Ｈｏｋｋａｉｄｏ」として北海道ブランドとして大きく育てたいと北海道

ツーリズム宣言を行いました。北海道のホームページの中でも、各地域の花観光が紹介さ

れております。また、さまざまな雑誌でも、花観光が取り上げられ、観光分野としても大

きな部分を占めております。私としては、この自然を利用したまちづくりの花観光はぜひ

とも三笠でも推進していただきたく、今、三笠で検討している花のまちづくり構想は実現

していただきたい思いであります。今後、この実現に向けての可能性と計画をお聞きいた

します。 

 以上で、壇上での質問を終わります。 

◎議長（髙橋 守氏） 環境福祉部長。 

◎環境福祉部長（永田 徹氏） それでは、私のほうから、最初の質問でありますがん対

策について、子宮頸がん予防ワクチン接種に対する公費助成についてということで、内容

につきましては、地方から国を動かしてほしいという内容であったかなと思います。答弁

させていただきます。 

 本件につきましては、３月定例会においても、公費助成につきまして、佐藤議員から質

問がありまして、その後、今お話ありましたが、３月２５日に公明党三笠支部女性局か
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ら、大桃局長ほか佐藤議員も含めまして６名の方が来庁されまして、子宮頸がん予防ワク

チン接種の公費助成を求める要望及び署名の提出があったところであります。 

 以上の質問及び要望につきましては、市としても重く受けとめておりまして、公費助成

につきましては、全国市長会などと連携し、国に助成の制度化を促すとともに、他のワク

チンなどを含めた中で検討するということで当日回答しているところであります。 

 なお、今お話がありましたけれども、他市町村におきましても、公費助成の取り組み状

況としましては、ことし５月末現在で全国では４２の市区町村、また北海道内では幌加内

町など４町が本年４月から実施しておりまして、今年度中におきましては、近隣では美唄

市など新たに８市町村で実施する予定がありまして、徐々に広がりを見せているところで

あります。本市としましては、現在、三笠市の政策としてどのように位置づけするかな

ど、公費助成する方向で、今、検討を行っている段階でありまして、今後、先進地の検討

状況だとか、医師の意見を参考としながら、早急に結論を出しまして、９月定例会に向け

て提案したいというふうに考えております。 

 なお、今お話ありましたが、厚生労働省としては、来月から助成策の具体的な検討を始

めるために、現在、ワクチンの有効性だとか患者数の実態など、基礎的な資料を集めてい

るところであります。また、東京都だとか山梨県などでは、都道府県単位として助成制度

も出始めております。本市としましては、引き続き国に対して、また、都道府県でやって

いるところもありますので、北海道に対しても助成の制度化について要望していきたいと

考えております。 

 今後の取り組みとしましては、以上のようなことで考えておりますので、御理解のほど

よろしくお願いいたします。 

◎議長（髙橋 守氏） 企画経済部長。 

◎企画経済部長（中沢敏男氏） 私のほうから、花のまちづくりの計画ということで御説

明させていただきます。 

 現在までの取り組み状況ということでございますけれども、２月２３日に開催されまし

たまちづくり活性化調査特別委員会、この終了後に御報告を一度させていただいていると

いうふうな状況でございます。 

 平成２１年度事業としましては、花のまちづくり構想策定アドバイザー招聘事業という

のを実施しておりまして、花のまちづくりに取り組んでいる日本花の会のアドバイザーの

意見を聞きながら、西桂沢から幾春別地区までの素々案を計画してきたところというとこ

ろでございます。 

 本年度の事業につきましては、花のまちづくり研究事業ということで予算をいただいて

おりまして、この構想の検討に必要な可能性調査を実施するということで今進めていると

ころでございます。 

 なお、現在、７月の上旬にこの可能性調査の指名競争入札、これを実施いたしまして、

来年の１月末までに報告書を取りまとめて、２月ごろに議員の皆様方のほうに報告させて
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いただきたいということで今現在は考えております。 

 調査の内容につきましては、花のまちづくり事業を実施する上で生じる課題等の整理、

また他市町村の実施事例などの調査、花のデザインにかかわる全体計画案の作成、また本

市の観光客に対して、花のまちづくりにかかわるアンケートの実施、また事業化への推進

方策などと計画案の実施にかかわる必要経費、また今後の課題を整理した全体計画の決

定、これらなどを事業の可能性を調査するという予定になってございます。 

 また、事業費や工事期間につきましては、今回委託いたします可能性調査の中で試算す

るということとしておりまして、現段階では詳細な内容についてはちょっと申し上げられ

ない状況でございますけれども、４月１３日のまちづくり活性化調査特別委員会の資料で

お示しいたしました主な政策事業費ということで、この中では、事業費を６億８,０００

万円ということで試算してきたものでございます。 

 これにつきまして、ほかのフラワーパークをちょっと参考にいたしまして、概数で数字

をお示ししたというものでありまして、１ヘクタール当たり、これもほかのちょっと参考

例ということなのですけれども、約５,０００万円で、現在うちで計画している面積が１

３.６ヘクタールということで、６億８,０００万円ということで一度数字としてはお示し

させていただいたという状況でございます。 

 なお、今後の事業費につきましては、この事業可能性調査の中でまた詳細な見積もりを

行いまして、また、この事業の実施が可能ということになれば、その詳細な内容について

議員の皆様方のほうに報告させていただいて、意見をお聞きした上で実施していきたいと

いうふうに考えているところでございます。 

 なお、工事期間につきましては、この事業の財源に過疎債を活用して、今、事業に取り

組んでいきたいと考えておりますので、もしこの事業が実施可能となれば、新たな過疎法

が６年間延長ということで今、平成２７年度までになっておりますので、できればこの時

期までに事業を完了させていきたいというふうに考えておりますので、ひとつよろしくお

願いいたします。 

◎議長（髙橋 守氏） 佐藤議員。 

◎３番（佐藤孝治氏） 答弁のほうありがとうございます。 

 子宮頸がんワクチンにつきましては、今、明確に助成する方向で９月に提案する形で進

めているということで、この部分では市長の英断に感謝を申し上げます。確かに、本当に

もうこの命を守るという観点で、本来なら国がやるべきことなのでしょうけれども、今の

こういう状況ですので、地方から手を挙げて進めていきたいということで、三笠市として

も９月定例会に向けてという形で判断していただいたことは本当にありがたく、感謝を申

し上げます。 

 先ほど言いましたように、全国的に山梨でも全市町村が全額助成ということや、私が一

番ショックを受けたのは、やっぱりこの美唄の報道なのです。美唄は、私としては三笠よ

りは財政的に苦しいはずです。三笠のほうが財政的に余裕がある財政運営をしているとい
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う認識があります。しかし、この美唄がいち早く空知管内というか、北海道の市としては

初めてだとは思うのですけれども、美唄がこういう英断をしたということで、本当にこの

情報を見たときは、私としては正直言ってショックでした。美唄でやれることがどうして

三笠でできないのだという部分で、それであえてまた今回、前回も質問しましたけれど

も、今回もこういう形で質問をさせていただいて、行政のほうから明確な答弁をいただき

ましたので、本当にありがとうございます。これ、ぜひとも実現できるように頑張ってい

ただきたいと思いますので、この辺は本当にありがとうございます。よろしくお願いいた

します。 

 それで、花観光ということで、花のまちづくり構想の部分なのですけれども、私として

は、この花観光という部分、本当に自然を利用したこういう分野、観光としての新たな分

野ということで、北海道のほうでも全道的に力を入れているというか、進めておりますの

で、ぜひとも三笠としてもこの花のまちづくり構想、これを見たとき、私はなかなか本当

にすばらしいものだなというふうに感心したのです。ですから、私としても、ぜひともこ

れは実現していただきたい、実現に向けて協力していきたいなという政策の一つなので

す。それで、今、明確にこの内容、そして計画性に答弁をいただきましたので、ぜひとも

実現できるような方向をとっていただきたいと思いますけれども、私としては、まずは形

をつくるべきではないか、要するに先ほど概算で６億８,０００万円という形で、これか

ら細かい部分で詰めていく、これからの部分ですから、どういうふうになるかわかりませ

んけれども、こういう部分でも、規模を小さくしてもいいし、予算をもちろん小さくして

もいいから、まずは形をつくるべきではないかなと。極端に言えば、一番目につくこの第

３エリアですか、構想の中では。この第３エリアに早目に手をつけて、小さくてもいいか

ら一つの形をして、そして観光客に足をとめていただいて、そこから拡大していくような

方向をつくったほうがいいのではないかなという感じもあるのですけれども、その辺はど

のように感じますでしょうか。 

◎議長（髙橋 守氏） 中沢企画経済部長。 

◎企画経済部長（中沢敏男氏） 私どもとしましても、ぜひこの事業については、実施し

ていきたいという思いがありますので、所管として十分に努力していきたいと。今ほど言

われましたように、できるだけそのやる場所等、確かにすぐ経済効果等出るような場所、

今言われましたように、博物館ですとか、その辺も十分に考慮しながら、今後の計画、ま

た事業の実施年度、その辺を十分に検討していきたいというふうに考えておりますので、

ひとつよろしくお願いいたします。 

◎議長（髙橋 守氏） 佐藤議員。 

◎３番（佐藤孝治氏） とにかく、私としては一つの形という部分で早目にしていただき

たいなという、その要望というか、私としての思いです。本当に観光という部分では、も

うどこの自治体でも力を入れている部分ですからね。ですから、ほかの自治体に負けない

ような感じで、この構想がすべてでき上がれば、本当にすばらしい大きなものなのですけ
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れども、私としては規模を小さくしてもいいから、とにかく早く形にしていただきたいと

いう思いです。 

 それともう一点なのですけれども、今月の２８日からまず高速道路が無料化になるとい

うことで、三笠のインターはその区間に入っております。この部分も、今の政権がやって

いることですから、またいつどう変わるか全くわからないですけれども、もう本当にこれ

ばかりは今の政権は信頼できる部分があるのかないのか、はっきり申し上げますけれど

も、いつかわるかわかりませんけれども、一応は無料化になるということで、恐らく交通

量はふえるでしょう、やはりその部分で。ですから、私としては、要するに高速道路から

見える位置にも、こういう花観光というか、そういう部分を設けるべきではないか。そし

て、高速からおりて、そこを見て、そして幾春別方面にもこういうのがあるということ

で、とにかく三笠のまちを往来していただくような部分を考えたほうがいいのではないか

なという部分もあるのですけれども、その辺はどのように受けとめておられるでしょう

か。 

◎議長（髙橋 守氏） 中沢企画経済部長。 

◎企画経済部長（中沢敏男氏） 私ども、今、とりあえず西桂沢から幾春別市街までとい

うことで、実は計画をしておりまして、まずここをしっかり整備して、まず起爆剤として

いくと。将来的には、三笠のイメージとして、もう花の三笠というふうに皆様方からとら

れるような形で持っていきたいというふうに考えておりまして、今後につきましては、

今、計画している整備ができましたら、全市的に取り組んでいけるような形の何か施策を

考えていきたいというふうに思っておりますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

◎議長（髙橋 守氏） 佐藤議員。 

◎３番（佐藤孝治氏） 今の答弁で、私としては大体理解できます。とにかく、まず今の

ところを立ち上げて、それから全体的にという形で、とにかく高速道路の無料化で間違い

なく交通量はふえると思うので、高速道路から見える場所というのも重要な部分を占めて

くると思うのです。ですから、そういう部分も考えながら、ぜひとも実現に向けて取り組

んでいただきたいという私の思いを訴えさせていただいて、私からの質問を終わらせてい

ただきます。ありがとうございます。 

 いいですか、総体的に何か。 

◎議長（髙橋 守氏） 西城副市長。 

◎副市長（西城賢策氏） 御質問ありがとうございます。 

 まず、ワクチンのほうの関係は、実は本当のことを申し上げますと、今、子宮頸がんだ

けでなくて、私どもで検討しているのはたくさんあります。前に御質問いただいて、肺炎

球菌のことが一つあります。それですとか、ヒブワクチンだとか、水ぼうそうの関係と

か、おたふく風邪だとか、まだ今いろいろ検討しなければならないものあるのですよ。そ

れから、７価肺炎球菌結合型ワクチンとかというのもありまして、そういうものも所管で

いろいろ検討してもらっています。市民総体に全部やるとなると相当な費用がかかるわけ
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で、それでもやるかやらないかというようなことも徐々に検討していただいているのです

が、そういう議論をしている最中に市長のほうからも言われたのは、やっぱり子宮頸がん

だけは予防できると。これは非常に大きいと。だから、女性の体を守るという点で、ぜひ

それは急げという、こういう話がありまして、先ほど永田部長から答弁申し上げましたよ

うなことでございます。御理解いただければと思います。 

 それから、花のまちづくりのほうは、やっぱり拠点をつくりたいというのがどうしても

ありまして、これはなぜかといいうと、美唄白川線、富良野に行くルートですが、美唄側

も相当頑張っていらっしゃるわけです。今度は道のほうに引き継がれまして、道が事業を

やるということですけれども、現実にあれができますと、かなりあれは線形が三笠のよう

につづら折りになっていませんで、かなり線形が真っすぐな部分が多いわけですから、も

しも美唄でおりて、富良野方面に向かうとなると、向こうが相当有利になるのかなという

こともあるわけですね。そういう点では、三笠もやっぱり三笠なりの工夫をいろいろしな

ければならないと。 

 実は、過日も札幌開発建設部の部長さんもいらしていただいて、今回、次長さんとか事

業調整監もいらしていただいたのですけれども、いろいろお話をさせていただいていま

す。その来られる都度、今の三笠のつづら折りについては何とかしてくれと、これは少し

でもいいから、完全にできなくても少しでもいいから、そういうものを解消してもらえな

いかなということをお願いをしてあります。それらをしっかりやっていく傍らで、やはり

今、御質問いただいたような花のまちも、これはぜひ三笠市のランドマークづくりという

ことになるのだろうと思っているのですね。 

 やはり花ですと、多くの方々を和ませるといいますか、非常にいいものでありますし、

富良野、美瑛というああいう花のつくり方もあるし、三笠の場合は、今このルートにあり

ますように、西桂沢から幾春別ということになると、非常に幾春別川沿いの物すごい大木

等があったり、独特の景観をつくり出せると、だから完全に差別化できるなと思っており

まして、そういう点では、あそこに覆道もありますし、古い昔のままの掘ったトンネルも

あるものですから、神泉隧道ですね。ですから、ああいうものも生かしながら、それから

炭鉱の方々が一生懸命苦労されて、こうタヌキ掘り、昔つるはしでまだ掘っていた時代の

穴もまだ残っているわけですね。そういうものも大事にしながら、三笠市の総体の何か観

光性を高めるというか、それに加えて、まだ古い立て坑が残っていて、住友の新しい立て

坑が残っていると。そういうものも全部包括して、炭鉱遺産をつなげていくということも

可能だということで、実はこのことを考えたわけです。 

 それで、ただ、今６億８,０００万円と概算数値をヘクタールから積算してやりました

けれども、私ども本当にそれでできるかという問題があるわけです。つまり、あれは毎年

のようにがけが崩れるのですよ。サイクリングロードに向かって片側が非常にきついがけ

になっておりまして、もしも観光客にけがでもさせるなんていうことになったら大変にな

りますから、そんなことも含めてこの可能性調査の中で予算をしっかり検証してもらっ
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て、その上でどんなことを対策すればいいのか、安全が確保されなければ、こんなもの観

光も何もあったものではないと思いますので、そういうものもしっかり取り組んだ中で、

もしもこれが可能であれば、私、議会で何回も申し上げて、ともかく石橋をたたいてもも

しかしたら渡らないかもしれませんと申し上げたのですけれども、そのぐらいやっぱり慎

重に、余計な議論もむしろなくなって、しっかり考えたなと言われるような計画にしたい

と思っておりまして、そんなことで考えてまいりますので、ひとつよろしくお願い申し上

げます。 

◎議長（髙橋 守氏） 小林市長。 

◎市長（小林和男氏） 最後に私のほうから、ワクチンの問題について若干私なりに考え

ていることを申し上げたいと思っております。 

 御承知のように、日本のがんの死亡率は非常に高いものがございまして、一昨年の調査

でありますけれども、がんで死亡される方が約３４万３,０００人と言われているわけで

あります。そのうち、男性が約２０万、女性が１４万と、こういう比率になって、確かに

女性のほうが少ないわけですけれども、実はそれを細部にわたって調べてみますと、女性

の患者さんで亡くなるのは、３０歳から４０歳は逆に女性のほうが圧倒的に多いというこ

とでありまして、特に３０代では男の３.３倍、それから４０代では２.４倍と。そして、

６０歳以上になると男性が圧倒的に死亡率が高くなるというようなことがございます。 

 それから、今回のワクチンの問題で政府もやっと腰を上げるようになりまして、ただ、

その発想が私余り気に食わないのですけれども、これは道新の社説によりますと、子宮頸

がんになったときの医療費や失われる労働力よりも予防のための費用のほうが少ないとの

研究機関の試算もあると、だからやるんだと言ってやったら、ちょっと人を、ちょっと問

題があるのではないかと。子供が欲しくてもがんの治療で子宮を摘出し、産めなくなって

しまう女性がいると。これも社会にとっての損失だろうと。そういうことで、ワクチン接

種について国が助成する意義は大きいはずだと、こういう言い方をしておりますから、恐

らく国も近いうちに研究機関を立ち上げてやってくれるものであろうというふうに期待を

いたしております。こういったことについて、私たちは先ほど申し上げましたように、全

道市長会あるいは全国市長会を通して積極的に取り組んでいきますが、私どもとしては、

急がせたのは実は美唄市は中学３年生だけというふうに言っていますけれども、うちとし

てはさっき副市長が言ったように、いろいろなワクチンの問題あるのですよ。特にこの肺

炎球菌というのは、６５歳以上の人数を調べるだけでも人口の４０％以上いるわけですか

ら、４,０００人以上いるわけです。これと子宮頸がんだけでいいのかという問題、それ

から一時的に金がかかっても、中学生３年生だけでいいのか、もっと１年、２年、３年を

含めてやってしまったら、それでいいのではないだろうかといか、あるいはまた、それで

は中学生以上、高校生や成人前の人たちに対してはどうしたらいいのかということも議論

になりまして、これらについては、早急に煮詰めて、いずれにしても子宮頸がんのワクチ

ンについては、三笠市として実施したいという方向で検討させていただくということ、先
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ほど部長が申し上げたとおりでございます。 

 それから、花のまちづくりの問題については、今、副市長がいろいろ申し上げたけれど

も、何としても、三笠の一つの観光あるいは環境、そういったことを含めながら総合的に

考えて、ぜひ実現させたいものだというふうに思っておりますので、そういうことで今後

とも取り組んでまいりたいと思っておりますので、そういう点ではひとつよろしくお願い

を申し上げたいと思います。 

 以上です。 

◎議長（髙橋 守氏） 佐藤議員。 

◎３番（佐藤孝治氏） わざわざ市長のほうから答弁をいただき、ありがとうございま

す。 

 申しわけありません。１点だけちょっと聞くのを忘れたのですけれども、９月定例会で

提案するということは、今年度中に実施する方向なのか、それとも来年の４月からやる方

向なのか。それで、自治体によっては半額補助をやっているところもあるので、全額補助

で三笠は進めるのか、ちょっと申しわけない。 

◎議長（髙橋 守氏） 環境福祉部長。 

◎環境福祉部長（永田 徹氏） まず、実施時期につきましては、早いほうが効果が早く

出ますので、基本的には今年度中に実施したいというふうに考えております。 

 対象者の年齢だとか、助成額につきましては、詳細につきましては、今後、詰めさせて

いただきたいなというふうに考えております。一応、今の段階では、美唄市なんかも全額

になっておりますが、いろいろと他の市町村の部分も考慮しながら、ちょっと現段階では

はっきり言えませんけれども、十分努めさせていただきたいなと思っております。よろし

くお願いいたします。 

◎議長（髙橋 守氏） 佐藤議員。 

◎３番（佐藤孝治氏） できれば、できればというよりも、全額補助でできるような形で

検討していただきたいと思います。本当にありがとうございました。 

◎議長（髙橋 守氏） 以上で、佐藤議員の質問を終了いたします。 

 次に、６番武田議員、登壇質問願います。 

（６番武田悌一氏 登壇） 

◎６番（武田悌一氏） 平成２２年第２回定例会において、通告に基づきまして質問させ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、最初の質問であります。 

 平成２０年度三笠市の決算報告書を見ますと、たばこ税収入は約７,８００万円ほどと

なっており、市税全体の収入としては、固定資産税や個人・法人市民税に次ぐ割合となっ

ております。また、市たばこ税につきましては、いわゆる滞納金と言われるものが発生し

ないため、当市においては大変貴重な財源であると思われます。 

 しかしながら、平成１５年に健康増進法が施行されて以降、ＷＨＯが定める世界禁煙
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デーや厚生労働省における健康日本２１など健康について考える言葉をよく耳にするよう

になり、喫煙者のマナーやモラル、受動喫煙の防止について考えさせられる機会がふえて

きており、結果としてたばこ離れが進んできている状況であります。 

 そのような流れの中、昨年５月には、北海道でも成人識別ＩＣカードの導入が行われて

おります。市内のたばこ小売店では、タスポ専用自動販売機を購入してから販売しなくて

はいけなくなった時点において、３軒のたばこ販売店が廃業の届け出を提出しておりま

す。小売店が廃業に至った経緯は言うまでもなく、たばこ売り上げの減少や経営者の高齢

化が進んでいく中で、新たに設備投資をしてまで商店を継続していくことは困難だと判断

したからではないかと思われます。 

 また、愛煙家にとってみれば、たばこは合法な嗜好品であるにもかかわらず、健康増進

という時代の流れの中、喫煙場所の減少などによる喫煙環境が悪化してきている状況であ

ります。さらに神奈川県では、受動喫煙防止条例が４月１日より施行され、今後はさらに

このような条例を出す自治体が増加してくるという声も聞こえておりますので、ますます

肩身の狭い思いで喫煙しなくてはいけない状況かと思います。 

 昨年１２月、政府税制調査会は、平成２２年度税制改正大綱に平成２２年１０月１日よ

り紙巻きたばこ１本当たり３.５円税率を引き上げると発表し、その上、たばこメーカー

の値上げも含まれるため、１箱４００円から４４０円になると予想されており、市内たば

こ販売店には厳しい状況が今後も続くと思われます。 

 たばこの価格については、販売価格が一定しており、近隣の大型店や量販店と変わりま

せん。先ほど申し上げたとおり、三笠市にとっても貴重な財源でもあるわけです。近くに

あるまちのたばこ販売店がなくなってしまうと、どうしても近隣にある大型店や量販店で

買い物をしたついでにたばこを購入してしまうという流れになっていくかと思われます。

こうなってしまうと、喫煙している市民であっても、そのたばこ税に関しては、三笠市に

は入ってこないということになるかと思います。そうならないために、市民の方にはぜひ

市内の販売店で購入していただきたいと思いますし、行政についても、そのことについ

て、きちんと市民周知をしていただきたいと思います。 

 確かにたばこは健康にはよくないかもしれません。しかし、法律で認められている嗜好

品であります。今後も販売店の売り上げ減少や高齢化等、廃業していく小売店はふえてい

く傾向にあると思いますが、たばこ購買力の流出に関しては、市税の流出にもつながって

いく問題であると思います。たばこ対策について受動喫煙の防止対策としてのルールやマ

ナーについてしっかりと考え、そして分煙強化については積極的に取り組んでいただけれ

ばと思っております。 

 そこで、公の施設におけるたばこの禁煙、分煙についての現在の状況と今後の考え方に

ついてお聞かせいただきたいと思います。 

 次の質問であります。情報の発信についてお聞かせいただきたいと思います。 

 現在、三笠市では、広報みかさやホームページなどを通して情報の伝達を行っておりま



 

- 16 -

す。広報みかさでは、行政の取り組みをはじめ、健康や福祉に関する情報、イベントやま

ちの話題など、さまざまな情報を発信しているわけでありますが、その情報量については

限られております。また、月に１度しか発行されないということもあり、結果や告知など

はできますが、瞬時に必要な情報を発信するということはできておりません。さらに、救

急を要する場合などは、愛の鐘による放送や広報車を走らせるなどの対応をとっておりま

すが、これらについても聞き取れなかったということもあるかと思います。広報みかさや

愛の鐘というのは、市民の方にとっては必要なものでありますが、限られたページ数の中

でより多くの情報を提供するとなれば、文字が小さくなり、読みにくくなるということも

あるでしょうし、放送される情報の音量についても自分が聞き取れる音量に調節できるわ

けではありません。高齢者が多い当市において、パソコンを開いてホームページから情報

を収集するというのもなかなか難しいのではないかと思います。 

 できるだけ多くの市民の方に対してまちの情報を提供していくと考えれば、できるだけ

簡単で手軽なものにしていかなければいけないのかと思います。そのためには、テレビや

ラジオなど、ふだんの生活の中で使用しているものを通して情報発信することができない

かと考えております。さらに、このような情報発信が可能となれば、地域住民の生活文化

や地域安全の向上だけではなく、地元企業や商店街の経営活動にも新たな効果をもたらす

放送を行うということも考えられるのではないかと思います。 

 そこで、観光やイベントなどまちの情報を市外の人にも聞いていただけるよう、交流人

口が多い道の駅にサテライトスタジオを開設し放送するということは考えられないだろう

かと私は思っております。もし可能であれば、道の駅から市内の商店をはじめ、さまざま

なところで経済効果が生まれる可能性もあるのではないかと思っております。地上デジタ

ル放送への移行が来年７月２５日となっており、情報化はますます進んでいくと思われま

すが、まちの情報発信については、より効果的、そして効率的なものを考えていただきた

いと思っております。 

 そこで、質問させていただきますが、市政執行方針の中で情報通信について、本市専用

の情報発信について研究していくとありましたが、現在どのようなことを考えているの

か、考え方についてお聞かせいただきたいと思います。 

 以上、壇上での質問を終わらせていただきますので、御答弁のほどよろしくお願いいた

します。 

◎議長（髙橋 守氏） 総務部長。 

◎総務部長（北山一幸氏） 私のほうから、公共施設等々におけます禁煙、分煙の現状、

それから今後の取り扱いの考え方につきまして全体の中で回答をさせていただきたいとい

うふうに思います。それから、今、お話にございましたたばこ消費の税の関係、それから

情報の発信につきまして一括して御答弁させていただきたいと思います。 

 現在、三笠市におけます公共施設の分煙と禁煙の状況につきましては、全面禁煙として

おりますのが、ふれあい健康センター、保育所、それから市立病院、それから小中学校の
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８校を含めました教育施設、それからサンファーム、鉄道村を含めまして２４施設のとこ

ろで、今、全面禁煙をいたしているところでございます。 

 それから、専用の喫煙場所を設けているところが、本庁舎、それから消防庁舎の２施設

でございます。本庁舎につきましては２カ所設置してございまして、消防庁舎については

１カ所という対応でございます。 

 その他、分煙で灰皿等々を配置しまして簡易的に行っているところにつきましては、市

民会館、それから市民センター等々の１１施設という状況になってございます。 

 今ほど議員のほうからもお話ございましたとおり、禁煙、分煙の背景といたしまして

は、健康増進法が平成１５年施行されまして、学校、体育館、百貨店、官公庁、多数の利

用者が来る場所につきましては、受動喫煙の被害を防止するために努力義務として措置を

講じなければならないというふうになったところでございます。 

 さらに平成１９年７月に、世界保健機構によりますたばこ規制枠組み条約が締約国全体

会議におきまして、さらに公の場、職場、レストラン、交通機関などすべて例外なく完全

禁煙を満場一致で認められたということになっております。これらを受けまして厚生労働

省といたしまして、これが本年の２月が最終期限ということもございまして、新聞報道に

もございましたが、職場での原則禁煙を義務づけるという報告書が有識者検討会議の中で

まとめられたというふうに報道で伺ってございます。早ければ来年の通常国会に法改正が

提出されるというふうに聞いてございます。 

 つきましては、今後ますます今の現状の社会趨勢の中では公の場での喫煙は難しくなっ

ていくのかなというふうに考えてございますが、今現在、ある程度分煙も進んでおります

ので、状況等々を見きわめながら、現状の中で推移をしてまいりたいというふうに考えて

ございます。基本的には、分煙をきちっと対応してまいりたいと考えてございます。 

 それから、先ほどたばこ税の関係で御発言がございまして、確かにたばこの値上げが過

去この１０年間で３回ほどございまして、これによる消費も含めまして若干落ち気味とい

うのが現実でございます。平成１１年には大体税として１％ほど落ちてございます。１５

年度のときには約９％ぐらいと。このときが一番大きかったのかなというふうに見ており

ます。それから、平成１８年には、若干ですが、微増でふえているということで、たばこ

の税の改正で大きく変動したのは１５年ぐらいかなというふうに思ってございます。 

 それから、先ほどもお話ございましたとおり、近年でいきますと、平成１９年、平成２

０年度、受動喫煙の防止、それからタスポの関係がございまして、１９年度では約１２％

ほど、それが税額では３％ほど減少していると。それから、２０年度におきましては、本

数も税額も約７％ほど落ちているということで、この時期はちょっと落ち込みが激しかっ

たのかなと。現在、平成２１年度の税収で見ますと、若干でございますが５％ほど今、上

向きの状況と言ったらおかしいのですが、税収がふえるだろうなという見方になってござ

いまして、先ほどお話にございましたように、昨年は七千数百万円だったのですが、２１

年度では大体８,０００万円ぐらいになるのかなということで、大体横ばいの状況の、税
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額が上がっているせいもあるのですが、そういう状況に見受けられるということでござい

ます。 

 今後も、市といたしましても、健康管理も大切なことでございまして、また一方では大

切な税源ということがございまして、ただ、たばこを勧めるわけにはいきませんけれど

も、たばこは市内で買っていただくようなＰＲは今後も市として十分考えていかなければ

ならないのかなというふうに考えているところでございます。 

 それから、先ほどお話にございました情報の件でございます。 

 今現在、情報発信の手段といたしましては、三笠市としましては、先ほどお話にござい

ましたとおり、広報みかさ、愛の鐘放送、それからホームページということで努めさせて

いただいてございますが、広報につきましては、活字であるということもございまして、

市内全域に行き渡るということもございまして、いつでも見られるという長所がございま

す。ただ、リアルタイムに、先ほど御指摘のとおり、情報発信が限界がございまして、こ

れを補完する意味で愛の鐘を使わせていただいているという状況でございます。愛の鐘に

つきましても、御指摘のとおり、窓を閉め切っていたりすると、なかなか聞きにくいとい

う欠点はございますが、これにつきましては、長年運営しているということもございまし

て、三笠市の独自の取り組みでございまして、地域に定着したシステムになっているとい

うこともございまして、今後も高齢化が進んでいきますので、インターネット等々にはな

かなか難しいのかなという思いもありまして、この愛の鐘放送については、今後も大切に

続けてまいりたいというふうに考えてございます。 

 それから、今後の動きといたしまして、地上デジタルテレビが来年から導入になりまし

て、今、当市といたしましても、北電、それからＳＴＶ系列で地上デジタルテレビの行政

情報発信事業ということで実証実験が今行われてございます。この中に、現在、三笠市、

江別市、泊村、神恵内村の４自治体が協力していただきたいということで、その情報発信

についての協議をさせていただいて、もう少しでそれが試験的に行われるという状況に

なってきてございます。 

 これにつきましても、やはりインターネット環境が必要でございまして、これをつなぐ

ことによって、文字放送としてリアルタイムに三笠市の新しい情報が発信されるという状

況でございます。これらも含めまして、今後も新しいものも含めながら随時いろいろと研

究してまいりたいと思いますが、現在の広報、それから愛の鐘等につきましても、併用し

て情報発信の場として使ってまいりたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

◎議長（髙橋 守氏） 武田議員。 

◎６番（武田悌一氏） それでは、今説明、お答えいただきましたけれども、また若干少

し質問させていただきたいと思います。 

 先ほど部長のほうに言われたとおり、たばこに関しては本当に健康増進ということで市

民の方の健康を守らなければいけない、それは重々私もわかっておりますけれども、やは
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りたばこは法律で吸っていいよという話になっていますよね。二十以上吸っていいという

ことになっております。それで、私もたばこ販売店のほうをやっておりますし、たばこ屋

の状況というのがわかるものですから、そういう意味でやはり分煙ということをちょっと

考えていただきたいかなということで質問させていただいているのですけれども、ここで

若干たばこ業界の関係、少し説明させていただきたいと思うのですけれども、実はたばこ

というのは売上高、日本における全体の７０％が実は自動販売機による売り上げでありま

した。年々、健康を考える上でどんどん売り上げが減少してきておりますけれども、その

ような中、やはり先ほども言いましたようにタスポの普及ということで、正直、かなり売

り上げが落ちたということであります。三笠市内も昨年５月の時点で、先ほど言いました

ように３軒が廃業しており、また実際にタスポ自動販売機を購入して販売している小売店

さんにつきましても、５月中は売り上げが９割減とか８割減とか、そういう状況になって

きております。そこで、業界的には一時的にたばこの自動販売機の売り上げは減るでしょ

うが、コンビニ等など手売りによる販売店は売り上げが上がるのでトータルとしてはそん

なに変わりないのではないでしょうかという話でありました。実際のところ、導入後なの

ですけれども、コンビニエンスストアと言われる分類のたばこ販売店ですけれども、そん

なに売り上げ伸びていないのです。１割ぐらいしか伸びていませんでした。結果的にどこ

が売り上げ伸びたのでしょうという話になったときに説明を受けたのが、やはり一般食料

品などを買いに郊外の大型店、安売り店、そういうところに行ったときに、まとめてつい

でにたばこも買うようになってきていますねという状況であるかと思います。 

 それで、私もさっきから言っているのですけれども、たばこというのは一般食料品、確

かに皆さん安いところ、品ぞろえの多いところで買われるのは、それはすごく理解できる

のですけれども、たばこに関しては全国一律の金額であります。どこに行っても同じ値段

でありますし、まして先ほどから言っておりますように、市税としては大変大きなもので

あるということでありますので、ぜひとも分煙に進めていただきたいかなと思っているわ

けです。 

 そこで、厚生労働省、平成１９年の報告なのですけれども、習慣的に喫煙していると言

わている人は２４.１％だそうです。今後、値上がり等してもやめたくないという人が２

５.９％、平成１９年の時点の報告に上がっております。つい最近、メーカーのほうに聞

きますと、現在は全体に喫煙率が低下してきていますので、この近郊は２２％ぐらいでな

いでしょうかという話でした。ただ、潜在的に旧産炭地というのは喫煙率というのが非常

に高い傾向にありますよという話でありました。 

 そこで、先ほど部長のほうからの説明もありましたように、たばこというのは大体３年

に１度のペースで値上げをされています。どういうことかというと、やっぱり国の税収が

減ってきているから、実は簡単に税収確保したいという思いで、それがたばこに来ている

ということで、大体３年に１度ぐらい値上げがあるのですよ。値上げのたびに喫煙人口も

減少してきております。ただ、それよりも多い割合でたばこ販売店の減少があるのです。
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先ほどの説明にありましたように、来年度８,０００万円ぐらいという形で若干ふえます

よという形にはなっていますけれども、たばこを売っている販売店というのは減ってきて

いるのです。販売店自体減ってきていますけれども、三笠市内トータルとしては金額にそ

んなにあらわれてこないのかと思います。ただ、今後も、今、現実問題として１０月に値

上げが予想されている中で、市内のたばこ小売店の中で自動販売機撤去を考えていただき

たいというふうにメーカーのほうから言われている店もあると聞いております。やはり日

本たばこさん自体が職員２万人ほどいたのですけれども、経営が厳しくなったということ

で８,０００人規模に縮小しております。当然、利益の上がらない販売店というのも今切

られていく状況にあります。そういうことで、市民の方は、たばこ販売店、多少減少して

もそんなに影響はないのです。市としても現状はそんなに影響ないのです。ただ、たばこ

販売店個人としては、確実に軒数は減っている。気がついたときに、皆さんそういう状況

で市外のほうに出たときに、ついでにたばこを買われると、市内の小さなたばこ屋さんは

みんななくなってしまうという危機もあるのだと思うのです。そのときになって、たばこ

税が急に入ってこないという状況も考えられなくはないのだと思うのです。特にうちのま

ちみたいに高齢者の経営者が多い方は、本当に何か投資をしなければいけないというふう

になったときには、すぐやっぱりやめることも考えられるのではないかなというふうに思

いますので、それでぜひできれば分煙を進めていただきたいのだという思いでありまし

た。 

 そこで、今、回答いただいた中で、全面禁煙の中にふれあいセンターとか、教育施設関

係とか当然だと思います。私もそういうところは全面禁煙でいいのだと思います。ただ、

中に市立病院ありますよね。この辺、現在、禁煙ということであります。私としまして

も、できれば吸わせてあげたいなという思いなのですけれども、そこで市立病院について

は、極端な話を言うと、私は外来の患者さんは我慢していただいても可ではないのかな。

病院に来ている時間は我慢してくださいという考えも可だと思うのですけれども、入院し

ている患者さん、この辺の人に、あなた入院しているのですから、その期間中はたばこを

やめてくださいという考えでいいのですかね。その辺がちょっとあくまでも二十以上の大

人の方は吸いたい人は吸えるのだと思うのですよ。それで、入院患者さんについては、こ

の平成１７年の第３回の定例会の一般質問の中でも出ていましたよね。当時、私は議員で

なかったのでわからないのですけれども、お金のこともあるし、特に病院なんかは分煙が

いいのか禁煙のほうがいいのかというような当時の助役の答弁があったと思うのですけれ

ども、その辺がやはり気になるのですよ。外来患者さんはいいと思うのです。入院患者さ

ん、そこまで本当にとめてしまっていいのかなと。あと、今、外に灰皿だけ置いていると

いう状況ありますよね。やっぱり外に行っていても、やっぱり煙というのは漂って流れて

くる。当時の、そのときの質問の答えを見せていただいたらお金の関係もあるのだと、構

造上の問題もあるけれども、お金の関係もあるのだというような回答をいただいているの

です。ただ、今、これだけ健康増進法についていろいろ騒がれている中で、もうお金の問



 

- 21 -

題でというのはどうなのかなというふうにも思いますので、ちょっとその辺だけ教えてい

ただけますか、考え方。 

◎議長（髙橋 守氏） 病院事務局長。 

◎病院事務局長（松本哲宜氏） 市立病院の実態はどうなのかということもありますし、

今後の考え方についてもちょっとお話しさせていただきたいと思っています。 

 そこで、実は全面禁煙といいますのは、一般患者の方々に対しては、当然病院について

は、建物の中、全面禁煙です。ただ、一つ、実は精神病棟のほうについては、これは治療

上の問題も実はありまして、この管内のそういう精神科病棟を持っている病院さんもそう

なのですが、喫煙できるような分煙の部屋は持っています。うちも持っています。当然、

これ統合失調症みたいな精神的に悩んでいる方が、喫煙率はこれ全国的に見ても大体７割

から８割の方が喫煙をしていると。これは当然病状と何かリンクしているというような

データもあるようです、方に対して禁煙をしていくということに対しては、やっぱり精神

的なストレスの問題だとか、いろんなことがあって、なかなか一概にできないということ

があって、ですからうちの病院もこの精神科の病棟の中には喫煙できる小さい部屋を設け

ております。ただし、これはあくまでも精神患者を対象ということです。ただ、火気等の

ことがありますから、そこは個人に持たすわけではなくて、病院で管理してそういう形で

吸っていただいているという状況です。 

 そこで、一般の関係ですけれども、今まではこの健康増進法等が入る前は、１階の中に

ありました。それから、病棟の各食堂のところにも吸えるような環境が実はありました。

ただ、やはり受動喫煙ということを含めれば、うちも分煙というシステム、構造上のこと

があって、それと当然病院という、治療の一環である病院の中ということもあって、どこ

の病院も、今言ったように敷地内はもとより、本来は敷地も含めて禁煙という形をとって

います。ただ、うちは先ほど言ったとおり精神病棟の関係があるから、建物の中だけは、

そういう分離をして禁煙をさせていただいているという状況です。 

 そこで、一般の入院患者についても、当然これはルールだと思います。ですから、確か

に、私も実は個人的には相当吸っていました。ですから、これを吸うなというと大変だと

いうのは理解はできます。ただ、ここは一つのルールだと思っています。あくまでも病院

という施設の中で、当然入院患者であっても、当然吸わない方もおられる。かといって、

そこを完全に分煙すればいいのではないでしょうかと、こう言われても、当然施設の構造

上の問題もあります。そこで、当病院としては敷地の中、建物の中はだめですけれども、

敷地の外には実は夏期だけですけれども、ちょうど向かい側にガーデニングということで

職員でみんなで花を植えていますけれども、そこのところに実は灰皿を置いて入院患者で

あっても、そこに行ってだったら吸ってくださいということで、これはそういうことも

やっていますけれども、かといって、これを中に求めるということは、これは病院として

も、そこは治療上も含めて、精神病棟については、今言ったように治療上のことがあるの

で、これは仕方がないとしながらも、そこは当然吸っている方についても、そこはマナー
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を守って何とか我慢していただくと、これしかないのかなと思っていますので、病院とし

ては、これに対してさらに施しをしてどこかで吸っていただくようなことについては今の

段階ではちょっと考えは持っていません。そこは入院患者であっても、長い人は相当長い

かもしれませんが、何とか我慢していただくということしか言えないのかなと思っていま

す。 

 以上です。 

◎議長（髙橋 守氏） 武田議員。 

◎６番（武田悌一氏） 今、局長のほうから説明ありました。 

 確かにルールづくりは必要なのは理解しております。私も多分精神科病棟、うちの病院

にありますので、ここはたばこ吸えるのだろうなという思いもあったものですから、入院

患者さんについてはどうなのですかという質問をさせていただいたのですけれども、そこ

で今の話でありますと外では吸えるということですよね。確かに私も自宅を通る前、一日

何回も病院の前を通るのですけれども、確かに芝生のところにベンチがあって外で吸える

状況は理解しております。ただ、前から気になっていたのですが、冬場です。冬場の病衣

を着て雪の降る中、夜ぽおっとたばこの光が見える状況を何度も見ているのですよ。せめ

て、これ冬場、プレハブ小屋か何かを敷地の外に置いてでも対応できないものかなと思っ

ているのですけれども、やはりたばこ、病院にいる間はルールだからというのは理解でき

ます。ただ、でも私もたばこ吸いますけれども、ルールだから急にやめてくださいと、

今、私１日３０本ぐらい吸いますけれども、急にやめるというのはかなりストレスを感じ

るのではないかなと思っているのです。できれば、冬場だけでも外にプレハブを建てるよ

うな考えというのは持てないですかね。冬場の対策という形で、夏場は極端な話、外に灰

皿を置いてあるだけでも、予算がないと言われれば我慢するしかないのですけれども、そ

こまでちょっと考えていただきたいなと思うのですけれども、その辺の考え方もだめです

かね。ちょっとお答えいただけますか。 

◎議長（髙橋 守氏） 病院事務局長。 

◎病院事務局長（松本哲宜氏） 建物、実は岩見沢市立総合病院さんについては、実は外

で今言ったように、小屋というか、建物があって、吸える環境にはなっています。そこに

は、入院患者もありますし、そこで働いている職員の方も、基本的には病院で働いている

方も含めてそこでたばこが吸える環境はつくっているようです。ただ、それは岩見沢市立

さんも相当敷地が広くて、新しく新館が建ったところに実はあります。これは実はすべて

建物でつながっていますから、外に出ることなく実は行けます。そういうことで考えて

やっているようですが、かといって、実態をちょっと調査させていただいたら、すべてが

皆さんそこへ行って吸っているかといったら、そうではなくて、やっぱり外に行って、冬

寒いときであっても玄関出て吸っているという環境もあると。だから、本来はだめですよ

という話は皆さんにはしています。それでも吸う方は吸っているという形なので、どこの

施設に聞いても、黙認という状態なのですという話をいただいています。 
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 そこで、当病院については、当然外での環境といっても、外にプレハブを建てるとなる

と、その敷地も含めて考えるといっても、そうありません、正直言って。その後、外に行

くまでの間をそうしたらどうするのだと。寒い中、今言ったように病院服を着て、そこを

出ていってなんていうことにはですね。ですから、当然玄関先で皆さん吸うのかなと、そ

こは黙認という形で今までもちょっとしてはいるのですけれども。ですから、ただそれを

見ても、その頻度も含めて、果たしてこれがそのためだけに今言ったように、そういう施

設を構えて吸うのはどうなのかなというのは、私はちょっとそこはもう本当に我慢しても

らうしかないなと僕は思います、正直言って。これは全体的な流れも含めて、当病院とし

ても、医療機関であるということを含めて、そこはやっぱり理解をしていただいてもらう

しか方法はないのかなというふうに実は思います。 

 以上です。 

◎議長（髙橋 守氏） 武田議員。 

◎６番（武田悌一氏） 今のお答えを聞かせていただいて、やはり時代の流れには勝てな

いのかなと。たばこを吸う人間は肩身の狭い思いをしながら今後も頑張らなければいけな

いのかなというふうに理解させていただきます。ただ、思いは、本当に分煙していただき

たいなという思いはありますので、その辺だけちょっと頭に入れておいてください。これ

以上は多分難しいのだなということであきらめさせていただきます。 

 それで次、時間もありますので、情報発信のほう、ちょっと若干考え方を聞かせていた

だきたいと思います。 

 今、愛の鐘を長年やっているので、今後も続けていく。そうだと思います。私も広報み

かさ、愛の鐘、今まであったやつは十分フル活用していただいて、長く使っていただきた

いなと思うのですけれども、それで、これちょっと私まだ勉強不足でわからないのですけ

れども、愛の鐘の放送設備というのは、いつごろぐらいに設置されて、あれ寿命というの

はないのですか。更新する頻度とかというのはないのかな。ちょっとその辺教えていただ

ければ。わからないですかね。 

◎議長（髙橋 守氏） 総務部長。 

◎総務部長（北山一幸氏） 愛の鐘の設備につきましては、私ちょっと年代を間違ったら

申しわけないなと思って今調べていただいているのですが、３０年ぐらいたっているので

はないかと思います。ことしの予算で愛の鐘を再整備させていただく予算を見させていた

だいておりますので、多分それぐらいの年月がたっているのではないかなというふうに

思っております。 

 以上でございます。 

◎議長（髙橋 守氏） 武田議員。 

◎６番（武田悌一氏） 再整備をするのだということでありますので、その辺は了解させ

ていただきます。 

 それで、ちょっと地デジの関係１点だけ聞かせてください。 
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 今回、幌内地区、幾春別地区、難視聴地域ということで補正、今回上がっていると思う

のですけれども、これによって来年の７月２５日ですか、うちのまち、市内は全部見られ

るという状況になるのか、その辺だけちょっとお聞かせください。 

◎議長（髙橋 守氏） 北山総務部長。 

◎総務部長（北山一幸氏） そのように所管から確認いたしております。違うかい。 

◎議長（髙橋 守氏） 環境福祉部長。 

◎環境福祉部長（永田 徹氏） 実は、今回補正の話ですが、幌内地区と幾春別地区にな

りますが、引き続き桂沢、西桂沢地区が難視聴地域として今現在残ることになる予定で

す。 

◎議長（髙橋 守氏） 武田議員。 

◎６番（武田悌一氏） その桂沢地区とか等についても来年７月以降テレビ見られないと

いうのは結構厳しい状況かと思いますので、努力されて、一人の方でもテレビが見られな

くなったということのないように、よろしくお願いしたいなと思います。 

 それで、先ほど質問させていただいているのですけれども、広報みかさ、あれすごいい

つでも見られて便利なのですけれども、やっぱり情報量というのが限られている。また、

愛の鐘についても、やっぱり先ほどの答弁にありましたように、家にいて何かしていたら

聞こえないというのがすごくあるのだと思うのです。やはりこれからいろいろな情報を市

民の方にも公開していく必要性があるのではないかなと私は思っているのですけれども、

それと一緒に、先ほど私質問の中にしていましたけれども、どうしても今高齢化がうちの

まち進んで、経済というのがなかなか大きくなっていかない、衰退していく一方なのです

よ。逆にそういう新しい発想で放送を必要としている人には当然発信するのですけれど

も、情報を必要としていない人、そういう人方にも情報発信して興味を引いてもらって、

中に、市内のほうに持ってこられないかなと思うのですよ。 

 そこで、私、先ほど道の駅のほうにサテライトスタジオみたいなものどうですかと言っ

たのは、先月、観光協会の５月の入り込み数をちょっと確認させてもらってきたのですけ

れども、土曜日では３００人ほど、日曜日は５００人ほど、ゴールデンウイーク中は１日

１,４００人ぐらいがあの観光協会の中に入ったと。私も道の駅しょっちゅう行きますけ

れども、確かにゴールデンウイークとかはすごい人がいるのですよ。たくさんの人がい

る。ほとんどがやっぱり市外の方だと思うのです。あの人たちを何とかうちのまちの中心

部に持ってきて、イベント会場であるとか、何かやっているときに会場に来て、お金を落

としていただけないかなと思うのです。それで、目に見える形で情報発信基地というのを

つくっていただけることは考えられないのかという思いなのですけれども、極端な話、ス

タジオをつくっても毎日放送する必要はないのだと思います。いろいろことがあるから。

ただ、そういうものは、建物というか、そういうやっているよというような雰囲気の箱を

つくると、とりあえず人は何があるのだろうということで興味を示してくれるのだと思う

のです。そこで人が、放送できなければ、ＣＤに録音したりテープで流しているだけでも
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効果あるのだと思うのです。道の駅みたいに人が集まるところで、例えば隣の食の蔵のと

ころできょうどこどこ産のメロンが入荷しましたよとかという情報を流す、そういうよう

なやり方でもいいのだと思うのです。マイクとＣＤのプレーヤーさえあれば、そういう情

報はスピーカーから通して会場内で流せることが可能だと思うのです。そういう意味で私

は、コミュニティーＦＭ放送局とかケーブルテレビ局とかあると思うのですけれども、

ケーブルテレビは予算的に厳しいのかなとも思いますけれども、せめてコミュニティーＦ

Ｍ局ぐらいは開設できないのかなと思っているのですけれども、その辺の考え方ちょっと

聞かせていただけますか。 

◎議長（髙橋 守氏） 西城副市長。 

◎副市長（西城賢策氏） 今おっしゃられているのはサテライトスタジオの件ですが、こ

れは所管ともいろいろ話したこともあるのですが、ほとんど民間でやられるのが普通なの

ですね。これまで、例えば市費を投じて市がそこまで入っていくかと、ここが一番問題だ

と。もし情報に関してリアルタイムで何か必要だという場合に、愛の鐘の放送を三笠は使

いますといっても、今おっしゃられるように必ずしも聞こえない方もいらっしゃるわけで

すね。ただ、これをやっぱり補完するのは地域のコミュニティーだと思いますね。やっぱ

りもし聞こえても動けない人もいるわけですね。あそこのおじいちゃんどうしたろう、あ

そこのおばあちゃんどうしたろうということにもなるわけです。やっぱりそれ以前に地域

のコミュニティーというほうが大事だと。だから、それをしっかりと今、社協のほうで小

地域ケアネットワークに一生懸命取り組んでもらっているということなのですね。それと

は別の視点でサテライトスタジオみたいに、もっと外部に発信していくという力を持てな

いかと。そういう部分では、ぜひうちとしてももしもやれるものならやりたいのですが、

これはやっぱり親方日の丸の役所がやるよりは、本当に民間レベルで動いていただいて、

それに例えば市が何らかの支援をするという形だといいのでしょうけれども、市そのもの

がそこに入り込んでいくというのは、なかなか難しさがあるかなとちょっと思っていると

ころであります。 

 あと、今、情報発信という点では、総務課長のほうにも投げかけたのですが、ともかく

情報をいっぱい出したいと、僕のほうでは。だから、情報をいっぱい出すのに、例えば各

課の課長が毎日ブログみたいな形でそれを市民に発信していくという方法はないのかとい

うようなこともちょっと投げかけているのですよ、実は僕のほうで。私自身は、役所の中

のシステムの掲示板というのを使いまして、全職員に私の考え方をいろんな問題について

ですけれども、投げかけをさせていただいています。必ずしも正しいものがあったり、そ

うでないものもあるのだと思いますけれども、私が今考えていることについて、職員がわ

かってほしいという取り組みを既にしております。それに加えて、今申し上げたように、

各課長が毎日市民に向けて何か出せないのかと。これ、市民に向けて出すと私単純に思っ

たのですが、実際にブログで出してしまったら、これ全国へ行ってしまいますので、三笠

市はこんな問題あるのかみたいなことになってしまうということもありますから、必ずし
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もそうでなくてもいいと、より多く各課長さんや部長さんが市民に向かって何か情報発信

していくような工夫ができないかと。ぜひそれを各課の課長さんたち集まったり、係長さ

んたち集まって議論してくれないかと、今そういうことでちょっとお願いをしておりまし

て、少しでも情報を出したいというふうに考えております。 

 それから、さっきちょっと出ましたデジタル放送の関係、これ今、幌内が解決して、幾

春別が解決する。桂沢が残る可能性あるのです。これ、解決するということは、お金がか

かるということです。それで、仮にそんなに大きな金額でないとしても、桂沢の数名の方

が、あるいは数団体ですか、の方が見られないために、ほかの方々の税金も使うわけです

から、本当にそれでいいのかと。本来からいえば、今、極論をすれば勝手にデジタル化す

るのでないかと、国が責任を持つか、これ入らないのはほとんど民放なのですよ。ＮＨＫ

は大体保証します。だから、恐らく桂沢もＮＨＫは入ります、恐らく。それまでに何らか

の手段をやります。だけれども、民放は民放連がなかなかこれについて動いてくれません

で、今、担当の課長のほうから民放連に働きかけを徹底的にやってくれということを今お

願いをしています。市が出すべき費用なのだろうかと。だから、それは最低でも国、そう

でなければ民放連がちゃんと考えるべきなのではないかというふうに思っておりまして、

その辺の取り組みをぎりぎり我々のほうではやっていくという方針で今おりまして、ただ

最悪に本当にぎりぎり詰まってしまったという場合には、これ一つの判断が必要なのかな

と、このところはまた行政としてしっかり判断をさせていただいて、議会にも御提示申し

上げなければならないのだろうと、そういうふうに思っております。 

◎議長（髙橋 守氏） 武田議員。 

◎６番（武田悌一氏） 今、副市長のほうからお答えいただいて、やはり今の時代、テレ

ビ見られないというのは大変厳しいのだと思います。また、桂沢、西桂沢地区の方、せっ

かくデジタル放送が始まるからと楽しみにもう先にテレビだけ購入されてしまっていて、

映りませんでしたというのもどうかと思いますので、やはり国だと思うのですよ。その辺

の働きかけ、これからも済みませんけれども、よろしくお願いしたいなと思います。 

 それで、今、副市長のほうからブログの関係の話ありましたけれども、私正直言って、

うちのまちでインターネット、パソコンを見るというのは、本当に高齢者の多いまちで、

それはちょっと難しいかなと思っているのが現状ですね。私たち世代は多分見られるので

すよ。ただ、これからの高齢者の多いお年寄りの人方に、パソコンをこうやってあけて、

マウスをこうクリックしてとかという話にはなかなかならないかなと正直思っておりま

す。 

 それで、コミュニティーＦＭ局の関係でいっても、副市長の話でいくと、民間でという

話ですよね。私も調べましたら、今、道内２６カ所ほどあるかと思います。近郊では、岩

見沢、滝川、富良野さんとかやっていますけれども、全国的に見ても、自治体さんとか第

三セクターさんとかでやっているところもあります、立てたときは。ただし、運営に関し

ては民間でというのが結構多いみたいな話を聞いております。 
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 それで、これ私調べたところによりますと、来年の地上デジタルに移行するに当たっ

て、今ＦＭのラジオの周波数というのが７６から９０メガヘルツということなのですけれ

ども、現在、８５以上は許可させていないらしいのです。なぜかというと、テレビの画面

に干渉するからということなのですけれども、これが地上デジタルに移行することによっ

て、８６メガヘルツ以上利用することができると。今後はやはり防災関係、緊急のそうい

う放送を含め、局がふえる可能性はありますよねというようなことが書かれているのを見

たのですけれども、例えば札幌市内にＦＭ局７局ほどありまして、これ緊急災害時には、

お互いに共通、同一の放送をして、地域間で協力し合いながらやっているのだというのが

あるのですよね。将来的には、私もそういうような形で、岩見沢市さんとか滝川市さんと

か近隣と情報交換しながら共通の放送をすることも可能になるのだと思うのです。地域の

連携をつくっていく上でも、そういうことは可能になるのだと思うのですけれども、そう

いうためにやはり何かできないかなと。そしてまた、ＦＭ局、免許制ですから、免許申請

して、どうなるかというのもあるかと思うのですけれども、どちらにしても許可がおりた

としたら、半径１５キロから２０キロ、情報流せるわけですから、まちの情報というの

は、美唄一部、岩見沢一部の方には当然届くのだと思うのです。やはり市外の方にも聞き

たくない情報も流しながら、うちの経済の活性化につながるような努力ということで、考

えていただきたいなと。極端な言い方をすると、それが難しいのであれば、ミニＦＭ局と

いう発想だってあるのだと思うのです。ミニＦＭ局というのは本当に微弱電波で免許申請

も何も要らないのですけれども、極端な話、ＦＭのトランスミッターみたいような機械を

マイクとＣＤレコーダーにつけて放送すれば、数百メートルぐらいの範囲は電波法にひっ

かからないということでありますから、そういうのであれば、本当に予算もなく、道の駅

で市内の地域の情報発信というのは可能になると思うのですよ。そういうやはりいろんな

情報、市民の方にも当然なのですけれども、市外のほうにもそういう経済効果的なことを

考えれば、いろいろな情報を発信できるものはしていくべきだと思うので、今後もいかに

わかりやすい情報、早くいろいろな情報をいろいろな角度から市民の人に情報周知するだ

けでなくて、情報発信ということを考えていただきたいなという思いであります。 

 最後に一言いただいて私の質問をこれで終了したいと思いますけれども、よろしくお願

いします。 

◎議長（髙橋 守氏） 小林市長。 

◎市長（小林和男氏） 大変貴重な御意見をいただきましてありがとうございます。 

 今お話ございましたように、この情報をできるだけ早く市民の皆さん方にお伝えしたい

ということは、私どもも本当に共通の願いでございまして、いろいろそういうふうに考え

ているわけですけれども、仮にインターネットといっても、インターネットを持っている

のは何人いるのかという概数しかつかまえられない。その概数ですら極めて少ないという

のが実態でありますし、またそのためにいろいろ今までは講習会やなんかを開いて、使い

方等については、我々としては努力してきたのですけれども、金のかかることですから、
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そんなことでなかなか難しい面もあると。それは率直なところです。 

 私は、一つは愛の鐘をもう少し考えてみたらどうかなというふうに思うのです。私た

ち、こういうふうに三笠という一つの行政体の中でああいう放送をやっているというの

は、全国的にも極めて少ないのです。これは、かつて炭鉱が従業員に会社が知らせると

か、労働組合が知らせるということで、この音楽が鳴るとスト中止だというのは、もう子

供のときから教えられて、これの音楽が入るとスト突入だとかいうのはもうわかっていた

わけですから、これを今うちの実態を見ますと、悪いのですけれども、消防の方に片手間

にやっていただいているというもう実態なのです。だから、最近なんかも、食中毒のこと

とか、あるいはきょう議会を開くから傍聴される方は来てくださいとかという、もっとそ

ういう意味では、今、三笠市でどんな会議を開いているのだと、あるいはこんなことを市

民の方々にお願いしたいと。近々こういう行事を予定しているからぜひ参加してみたいと

いうふうなことを含めながら、愛の鐘のあり方ということも少し検討してみようかなと、

こういうふうに思っているのです。愛の鐘は窓を閉めたら聞こえないという人もいるし、

年とった方が多いから耳が遠くなったということがあったとしても、パソコンを使うより

もずっと確率は高いわけですよね。ですから、冬の問題もありますけれども、そういうよ

うなことを含めながら、少し検討させていただきたいと、このように思っております。 

 それから、たばこの問題でありますけれども、これも痛しかゆしで、あっち立てれば

こっち立たずで、財政的にも８,０００万円近いお金が入ってくるわけですから、これが

なくなったということになると大変なことになるわけですから、そういう意味では大変な

のですけれども、一方ではやっぱり市民の健康ということがあります。ですから、私も二

十数年前にたばこをやめて今日までずっとやめっ放しなのですけれども、やはりそばでの

んでいるというのは、今だったらそんなに気にならなくなりましたけれども、最初のころ

はやっぱり気になるのですね。たばこというやつは、特に最初からのんでない方は、分煙

という形でどこかの部屋、飛行場なんかでもありますし、いろいろな会場でもありますけ

れども、あそこでもうもうとした中でのんで出てきたら、やっぱり体じゅうに煙ついてい

るのですよね。これを、本人はわからないですよ、のんでいるわけですからね。だけれど

も、全くのまない人は、それがいわゆるある意味においては嫌だということもありますの

で、そうは言ったものの、さっきいわゆる子宮頸がんのお話のときに申し上げましたよう

に、男性が女性の４倍以上の喫煙率があるわけですから、肺がんというものの主たる原因

がやっぱりたばこによる影響が大きいということを考えれば、市民の健康ということを考

えたときに、そういったものはとめていかなければ、のむ人のことも考えたり、それから

のまない人のことも考えたり、健康のことを考えたりすると、もっともっと研究しなけれ

ばならないだろうというふうに思っておりますので、そういうことで、我々もこれから

きょうの問題提起を契機に少し考えてみたいなというふうに思っておりますので、そうい

う点で御理解いただきたいと思っております。 

 それから、最後に、桂沢の難視聴地域の部分でありますけれども、今あそこは上水道も
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ありますし、また開発局のダム建もありますし、部分があるのですけれども、あの人方は

独自で一つ持っているわけですよね。ですから、全く問題になるのは、あそこに住んでい

る市民の方だけなのですよ。でも、うちもスキー場を抱えていますから、昼休みにスキー

上がってきて、あそこで食事をしながらテレビを見たいというときにまるっきりテレビ入

らないということになったらあれなので、ぎりぎりまで努力していきたいと、このように

思っております。 

 以上です。 

◎議長（髙橋 守氏） 武田議員。 

◎６番（武田悌一氏） 最後に市長のほうから説明いただきまして、ありがとうございま

した。大体私の聞きたいことは終わりましたので、以上で質問を終了したいと思います。

ありがとうございました。 

◎議長（髙橋 守氏） 以上で、武田議員の質問を終了いたします。 

 昼食休憩に入りたいと思います。１時から再開をさせていただきます。 

休憩 午前１１時５７分   

再開 午後 ０時５６分   

◎議長（髙橋 守氏） 昼食休憩を解き、会議を再開させていただきます。 

 次に、午前中に引き続き、一般質問の通告の順番どおり進めさせていただきたいと思い

ます。 

 次に、２番岩崎議員、登壇質問願います。 

（２番岩崎龍子氏 登壇） 

◎２番（岩崎龍子氏） 平成２２年第２回定例会におきまして、通告どおり３件について

質問をいたします。御答弁よろしくお願いいたします。 

 まず最初に、市営住宅の環境改善についてであります。 

 排水パイプの老朽化が進んでいると思われますが、３階建ての改良住宅においては、流

れが悪くなって、市販の洗浄剤を使っても解決しない、いつ詰まるのではないかという不

安が住民の中から出ております。新しい管に取りかえる計画はどのように考えているのか

お尋ねいたします。 

 当時の建てた、５０年代に建てた住宅がほとんどかと思いますが、それも住んでいる方

も長く住んでいる人たちばかりです。昨年は幌内で排水管が詰まって水があふれるという

事故がありました。そのとき、直ちに改善はしていただきましたけれども、その原因にも

さまざまなことがあるように聞いております。しかし、安心して暮らせるためには、なる

べく早くさびない新しい素材での配管の取りかえをお願いしたいと思います。お考えにつ

いてお知らせ願います。 

 二つ目には、三笠高校の市立化についてであります。 

 市の説明会が８カ所で開かれました。私もこの８カ所すべて参加させていただきまし

た。この説明会は、集まった市民の方は学校の問題だけではなく、これからのまちがどの
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ように進められるのか、市の考え方も知りたいと集まった方たちです。配布された資料だ

けでは、十分納得いかないというような意見も出ました。今まで私たちは市の財政は大変

厳しい、だから協力をしてきました。例えば、水道料の値上げのときにも、唐松の地域で

は大変厳しい意見も出てきました。そのように、市民にとって財政の見通しがよくなった

と聞いて、ほんの少しだけ安心する気持ちにはなっています。 

 その一方で、今、三笠高校の市立化について本当にこれができるのか、将来にわたって

大丈夫なのか不安が広がっています。集まった皆さんは、学校があることは望ましいとい

うふうに思っています。しかし、今、三笠高校を市立化にして維持することが本当に三笠

の将来にわたってよいことなのか、不安と疑問でいっぱいであります。少子化が進んでい

る今、高校を市立化して生徒が集まるのか、三笠の子供さんも今は皆、岩見沢、美唄に

通っています。地元の子供が通わない学校が今の現在の状況であります。このような中で

市民は、学校運営は市からの負担、お金をつぎ込むことになるというふうに思っていま

す。資料や新聞報道で知る限りでは、税金が大変金額的に大きな投入というふうに思って

おりますので、これらについての疑問は広がっています。財政の見通しが改善され赤字の

心配がなくなったのなら、市民の暮らしのために使ってもらえないのだろうか。高齢化が

進むまちとして、住民の福祉の充実や病院経営のために税金を使うことは福祉や医療の充

実があってこそ、安心してこのまちに住み続けられるまちになる、そのように市民は願っ

て、発言が多かったと思っています。 

 市の考え方は、学校があることでメリットが多いと言われ、しかし市民が納得できない

説明を聞けば聞くほど慎重に検討しなければならないという意見もありました。学校の運

営は困難で厳しいと思われる発言が多くありましたが、市民が本当にまちの将来に具体的

に自分たちの暮らしにかかわる行政の取り組みが感じられるとき、これはよいのではない

かというふうになるのだと思います。安心して住み続けられるまちづくりを真剣に考えた

発言だというふうに私は思って、受けとめました。賛成の声もありましたが、しかし心配

の声のほうが大変多くありました。市民の声を行政がどう受けとめて、市民の意見が生か

されるのか、市民が納得できる説明が求められるのではないかと思っています。 

 説明会を終えて、市民の考え、市の考えを聞かせていただきたいと思います。私たち議

員は、議員会として音威子府の学校も見学させていただき、研修してまいりました。相可

高校もそうでありますが、また音威子府でも地域住民の合意があって、その上に学校が運

営されているというふうに感じて帰ってきました。ぜひ市民の声、率直に受けとめていた

だきたいと思います。 

 第３問目、子宮頸がん予防ワクチンについてであります。先ほど佐藤議員の質問に行政

からの回答もいただきました。わかって、理解をしております。私のほうから私の気持ち

としてお伝えしたいと思います。 

 若い女性の間で、子宮頸がんがふえている現状です。この予防ワクチンが効果があると

され、１０代の前半に接種すると７割以上が子宮頸がんを予防できるといいます。この費
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用は４万円から５万円かかるとなり、今この不況の中で父母の負担がふえることもあり、

普及がおくれております。全国でも北海道でも公費助成が進んでおりますし、子供の未来

と母性保護のためにも、ぜひ先ほど御回答ありましたように公費全額負担していただける

ことをお願いして、私の壇上からの質問を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

◎議長（髙橋 守氏） 高嶋建設部長。 

◎建設部長（高嶋善男氏） 最初に市営住宅の排水管の改善について、私のほうからお答

えいたします。 

 市内の３階建て以上の中層住宅につきましては、全体で１０団地、管理棟数４９棟、戸

数は７７９戸ありまして、最近建設したさいわい、わかまつ、榊町のＡ棟などを除きます

と、岡山、三笠、幌内、唐松地区に７団地４６棟６３６戸がありまして、うち５０５戸が

入居しており、入居率は８０％であります。 

 御質問の中層住宅の排水管の改修についてのこれまでの対応でありますが、排水管の老

朽化による腐食などを考慮しながら、平成１１年度から１４年度までと平成２０年度の５

年間で、この管の場合は浴室整備に合わせて５棟６６戸を改修しておりまして、排水管改

修としましては、平成１７年度から２１年度までの５年間に４団地で１２棟１５６戸の改

修を行い、合計で１７棟２２５戸の改修を実施しております。 

 そこで、今後の計画につきましてですが、社会資本整備総合交付金の対象となる公営住

宅整備の長寿命化計画に沿いまして、平成２３年度から３０年度までの８年間で当時の標

準的な仕様でありましたが、耐用年数が現行のものと比較して短い鋼管で施工しておりま

す昭和５８年度以前の建設の住宅１５棟２４５戸を優先的に順次整備を進めていく計画で

ありますが、排水管の現状の腐食状況などを見きわめて、計画の短縮についても前向きに

考えてまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

◎議長（髙橋 守氏） 教育次長。 

◎教育次長（澤上弘一氏） 私のほうから、二つ目の三笠高校市立化に関して、一定の市

民説明会が終わったのでどう感じているかということでございました。 

 確かに今、議員がおっしゃるように、いろいろなさまざまな御意見、御質問をいただい

たと思っております。特に財政的な今後の市の負担等を御心配する声、多々あったという

ふうに認識しております。 

 ただ、そういった中で、私どもこの説明会にお出しした資料がちょっと財政の部分での

推計的なものを以前に４月１３日のまち特で議員の皆さんにお示ししたような資料をお出

ししておけばよかったのかもしれないのですけれども、その辺が私ども逆になるべくコン

パクトにわかりやすいものをというふうに考えたものですから、若干その辺で逆に参加さ

れた皆さんには御心配をかけるような形になってしまったのかなという意味ではちょっと

反省をしております。 
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 ただ、資料は直接は配布いたしませんでしたが、今申し上げましたまちづくり活性化調

査特別委員会の中で、今後１０年間心配ないということで皆さんにお示しした資料を、手

元にありませんでしたけれども、その同じ趣旨のことをお話、口頭ではありましたけれど

も、説明をさせていただきながら一定の理解を求めるように努力をしてきたつもりでござ

います。 

 なお、逆にお願い的になりますけれども、私どもこれから、過日もまたまちづくり活性

化調査特別委員会で市長からも広く市民に知らしめる方法は検討していきたいというお答

えをしておりますので、今、７月の広報みかさで改めて周知はする方向で考えておりま

す。説明会の中でも、参加いただいた方は、全市民の約２％の数にとどまっております。

ですから、そういった意味でも改めて、私どもの考え、思いをしっかりと知らせていきた

いというふうに思っております。 

 その財政的な資料というのは、議会の皆さん、議員の皆さんにお示ししてありますけれ

ども、機会があれば逆にお願いというのは、そういった資料をもとに市民の皆さんにも議

員の皆さんからもお知らせをいただければなという思いが一つあります。 

 それと、生徒が本当に集まるのかというような心配もあるという今お話もございまし

た。議員のお話にもありましたように、おといねっぷ美術工芸高校のほうへ私どもも視察

に行ってまいりましたけれども、そこは村と学校が一体になって、札幌、旭川市を中心に

１００校以上ある中学校をいまだに設立当初から２０年近く毎年手分けをして実際に足で

歩いて、生徒募集をして歩いているということです。私どももできる限りこういったこと

も踏まえながら、同じような形で真剣に生徒募集はやっていかなければならないというふ

うに思っています。ただ単に一方的に広報媒体を使って募集するというようなことではな

くて、職員みずからが足を運んで募集活動をやっていくというようなことで考えておりま

す。 

 あと、今の御質問の中で、一般的な今後のまちづくり、どういうことでどうなるのかと

いうようなお話もあったかと思いますが、この件につきましても、過日のまち特で副市長

からお答えをしたと思うのですが、これまで行財政改革で市民の皆さんにはいろいろと我

慢をしてきていただいた部分について、新年度の予算、また今後の総合計画等において、

いろいろ拾い上げて、またできるものはやっていきたいというふうにたしかお答えしたと

思いますので、私のほうでちょっとお答えするべきかあれなのですけれども、そういった

こともございますので、そういうことで御理解をいただければなというふうに思っており

ます。 

 以上でございます。 

◎議長（髙橋 守氏） 永田環境福祉部長。 

◎環境福祉部長（永田 徹氏） 続きまして、子宮頸がん予防ワクチンの公費助成につい

て、私のほうから答弁させていただきます。 

 子宮頸がんにつきましては、主に性行為で感染するヒトパピローマウイルスというウイ
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ルスがありまして、それが原因で起きますので、積極的に接種を進める対象年齢としまし

ては、性交渉経験年齢前の１０代の前半となりますので、中学生ぐらいを対象とすること

が最も効果的であるというふうに考えられます。 

 また、現在、公費助成している市町村のほとんどが中学生の助成を対象としているとこ

ろであります。 

 先ほど佐藤議員からの質問のときにも答弁させていただきましたが、現在、本市におき

ましては、公費助成する方向で検討しておりまして、対象年齢だとか、あと助成割合につ

きましては、そういう詳細につきましては、今後、十分詰めさせていただきまして、早急

に結論を出していきたいなというふうに考えておりますので、御理解のほどよろしくお願

いしたいと思います。 

 以上です。 

◎議長（髙橋 守氏） 岩崎議員。 

◎２番（岩崎龍子氏） ありがとうございました。 

 ３点のうちの一つからいきたいと思います。 

 市営住宅の環境についてですが、建物が古くなると次から次と、人間も力がなくなって

いくのと同じでいろんな故障が出てくると思うのですが、毎年屋根だとかいろんなところ

で努力していただいているなというふうには思っていますけれども、やっぱりなるべく早

くということで、先ほど課長さんのほうから期間の短縮をしながら、なるべく早く解決す

るように努力したいというふうに言っていただきましたので、今困っている人たちで特別

事故が起きることのないようにと私のほうでも思っております。件数で言うと、かなりま

だそういうところがあるので、市の住宅プランを見せていただいたら、４０年、５０年代

が一番多いわけですね。やっぱり炭鉱があったときに改良住宅ができて、それがそのまま

市の住宅としてなってきているので、そういう点で、本当にあの時期にばっとたくさん住

宅できましたので、その当時はよかったということなのですが、今になってそういう不備

も出てきていますので、できるだけ早く、予算も大変厳しいとは思いますけれども、市民

のためのお金としてぜひなるべく早く解決できるように努力していただきたいというふう

に思います。 

 それと、三笠高校のことで、今、次長さんのほうからお話がありました。まち特でもお

話が、回答をお聞きしております。しかし、まちづくり特別委員会で、市のほうからの御

回答や説明をいただいたのですけれども、本当に市民が心配していることは、数字的に

いって大丈夫だと言われていても、やっぱり心配はあるのですね。３月のときも、私も質

問いたしまして、副市長のほうから幾ら言っても心配は残るだろうというふうにお答えも

いただいていて、そのことがやっぱり説明会の中でも大きくクローズアップして、市民の

皆さんは心配というふうに質問が出されたというふうに思っています。そういうところで

見ると、さっき次長さんのほうで言われたように、まちづくりと兼ねて計画が出されてい

ればまた違ったのかとは思うのですけれども、学校だけの説明でしたので、自分たちの暮
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らしと直結でどうなのかという質問というか不安が広がったのだというふうに思っていま

す。それで、もう一つは相可高校も研修させていただきましたし、おといねっぷも参加さ

せてもらって、地域としてどうなのかという点で考えたときに、三笠とはちょっと違うの

ではないかなというふうに思って、感じてきました。 

 音威子府の場合は、本当にまちは小さいと。村に移管するときの人口は２,０００人と

いうふうに次長さんからお聞きしました。今、９００人ぐらいですけれども、人口減に歯

どめがかかるということではないけれども、今の人口の中での子供たちの高校生の比率は

大変高いのだというふうにお話がされていました。そういうのでいきますと、本当に地域

が納得してやっぱり学校を残していこうというふうになったときに、やっぱり違ってくる

のではないかというふうに思っています。まち特のときにお聞きした段階では、市として

は説明会なので議論する場ではなく、意見を聞くところだと御回答いただいています。市

民のほうの側はそう思っていないのだと思うのですね。意見は意見として言って、それが

行政の中での取り組みに生かされるのかどうか、言うだけ言ったけれども、そのまま変わ

らないのだということでは、まちづくりに参加したことにはなりませんし、そういう点で

も市民の気持ちを理解していただいて進めていただきたいというふうに思っています。ま

ず、そのことについてお聞きしたいと思っています。 

 それと、子宮頸がんのことについて、先ほども佐藤議員のほうに詳しく回答いただきま

したので、その方向でお願いしたいと思います。予算についても、いろいろあると思うの

ですけれども、三笠の子供さんで中学３年生と中学１年から３年までの子供さんの数、女

子の人数で言うと何人ぐらいかお知らせいただければと思います。 

 よろしくお願いします。 

◎議長（髙橋 守氏） 教育次長。 

◎教育次長（澤上弘一氏） 三笠高校の再度の質問についてでございますけれども、先ほ

どちょっと申し忘れましたが、今回の説明会でいただいた意見については、意見、質問も

そうですが、それらについては私ども真摯に受けとめているところでございます。 

 ただ、今いろいろとお話ございましたけれども、その心配の向きというのは、私どもか

らすると、財政的には心配ないという、これは私たちはそういう意識でおりますし、あと

心配だとすれば、生徒の募集ですとかということになるのかなと。そこも、まち特の中で

もいろいろお話あったと思いますけれども、やはりやってみないとわからない部分も多々

あるのだと思います。議員が今おっしゃるように、村民なり市民の合意があってからでい

いのではないかと、それで初めて動くのではないかと。そういうお考えもあるかもしれま

せんけれども、ではそれで間に合うのかということもあると思うのです。確かに音威子府

ではその地域的な背景があって、鉄道が走っていた、それがなくなる、そして村から高校

もなくなるということでは、非常に村全体が一体になって、高校は絶対必要だということ

に盛り上がったというふうに私も聞いております。 

 ただ、今、私どもの三笠市では、その盛り上がりが欠けているのかなとは思いますけれ
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ども、ではこれで三笠高校が平成２４年の３月でなくなって、１０年たった、２０年たっ

たときに、あのとき高校をつくっておけばよかったということももしかしたら想定される

かもしれません。もしかしたらでは申しわけないのですが。そのときに、ではまちはもう

どうなっているか。管内でも歌志内市は高校がなくなって人口が急激に減りました。です

から、これ、ある地区でも私申し上げたのですけれども、議会の中でも地域から病院がな

くなった、商店がなくなったというふうに言われて、そしてそれが本当にまちとしていい

のかということも問われています。市は今、総合生活対策会議というのを管理職で立ち上

げて、いろいろと検討、研究していますけれども、なかなかいい答えも出ていない、出せ

ていないという状況ですが、ただ、今、一生懸命それもやっています。本当にその地域か

ら何でもなくなってしまう、高校もなくなったら、本当に何でもなくなってしまうのでは

ないかなと思うのですね。まちに若い方もいなくなる。そういった現象が、本当にこの三

笠市の今後、今、判断しないと私たちはやっぱりだめなのだなという思いで今やっている

わけでありまして、その辺は考え方の差はあるかと思いますけれども。 

 それと、説明会に先ほど私も申し上げました２００名ちょっとです、参加いただいたの

は。全市民の１％、２％ほどですね。中でも、心配する声はたくさんいただきました。で

も、主に質問の内容でした。それに対しては、きちっと私ども財政的な、財政サイドで推

計したものをもとに説明はしてきましたけれども、それでも御理解いただいていない部分

はあるのだと思います。大きくそうやって声を上げている方は、参加者の中のまたほんの

一部の方です。私ども本当に聞いていて、議員も全会場に来ていただいて本当にありがた

く思っていますけれども、多くの市民は心配している、心配していると意見を言われた方

います。でも、ほかの方は何も言っていません。その場で言った方、私聞いていません。

それがイコール、では全市民につながっていくのかというと、私はちょっと疑問あるかな

と思っています。ですから、意見は意見として私は本当に貴重な意見をいただいたと思っ

ていますし、それで今考え方を変えてほしいのだと言われると、ちょっとそこはまた違う

のかなと思いますし、参考には十分させていただこうと思っていますし、ですから、それ

をもとにこれからまた市民の皆さんに御理解をいただくような努力はしていかなければな

らないと思っています。 

 説明会の中でも、説明会に本当に来られなかった方たくさんいるのだと思います。事情

があって、時間の都合が合わないとか、いろんな仕事の都合があってということもあろう

かと思います。ですから、私は、各会場ではもうグループ単位でも、町内会単位でも、

きょう来られなかった方がもし要望があれば、私ども赴いて説明をさせていただきたいと

思っていますということも申し添えさせていただいております。ですから、これからも広

報にも先ほど載せて、理解を求めるように、わかりやすくこれは掲載させていただいて、

教育長の、市長の思いもございますので、そういったものを盛り込みながら、わかりやす

くしていきたいとも思っていますし、今申し上げた説明会等も、説明会はもう終わりまし

たけれども、必要があれば私どもはどんどんどんどん地域に入っていったり、それと各団
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体の総会とか、会合にも時間をとっていただければ、説明させていただきたいというお願

いもしておりますので、そういったことでまず御理解いただければと思います。 

◎議長（髙橋 守氏） 岩崎議員。 

◎２番（岩崎龍子氏） 今、お聞きして、私も全部参加させていただきましたので、発言

する人が限られているという点では、やっぱり手を挙げて声の大きい人は通るのですけれ

ども、何にも言わないで、どうなるのかという人たちもいますし、だからそれがすべてで

はないとは思いますけれども、新聞報道がどちらかというと先行していて、もう市立化が

決まったかのように思っている市民の方がたくさんいました。今でもそうだと思うのです

けれども、調理と言うけれども、もう近くできたのかいと言うお年寄りもいたり、たまた

まするのですが、高校がなければ本当にまちがなくなる状況になるのか。また、住んでい

る人たちの気持ちとして、高校がなくても住民の暮らしが安心できる、そういうまちでも

いいのではないかという方もいるのではないかというふうにはちょっと私は思ってはいま

す。 

 直接説明会で聞かない声もたくさん寄せられていて、大変心配と厳しい意見が多く出て

います。我が党の共産党でアンケートをちょっととっておりまして、その中には賛成の方

も若干いますけれども、８割は反対というところに丸がついて、市民の暮らしのほうにお

金を使ってほしいというふうな形で出てくるので、本当に三笠のまちづくりの基本に今ど

うするか、立っているのではないかというふうに私は受けとめておりまして、きょうの質

問も市民の皆さんに市の考え方は聞きましたし、また市民の声も届けて、それでまた練り

上げていくものかなというふうに思っていまして、音威子府で言いますと、議長さんに聞

きましたら、まちとしては、森林が多いので木をただチップにするようなことでは大変情

けないと、だから何とかその木を生かしていけないだろうかということで、高校を工芸

科、機械科とか、それから自動車科あったのだけれども、木工ということにしましたとい

うふうに言われまして、それの住民の人たちの気持ちが一つになっていったのではないか

なというふうに思って見ています。 

 それで、税金の使い方なのですが、音威子府で聞きましたのは、村の財政の中から年間

１億円の支出をするというふうに説明ありました。それで、１億円使うことで市民の暮ら

しはどのようになっているのか、福祉とかそういうところはどうでしょうかというふうに

お尋ねしたら、議長さんの言うには、それは学校にそれだけお金を使えば、福祉やなんか

はその次になりますと。だけれども、村の人たちがそれでも学校を続けたい、やりたいと

いう、やろうという思いが一つになって進められていますというふうにおっしゃっていた

ので、そういうところの合意というのでしょうか、そういう気持ちに市民がなることが今

大事ではないかなというふうに思っています。ですから、ちょっと長くなるのですけれど

も、そういう視点で考え、市民の声が生かされるようにしていっていただきたいというふ

うに思っています。それで、努力していただきたいと思うのですけれども。 

◎議長（髙橋 守氏） 教育次長。 
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◎教育次長（澤上弘一氏） 済みません。私もちょっと取り違えていたかもしれないので

すが、今の議員の御意見ですと、結局、高校の問題とまた別にまちづくり、市民に福祉的

に近いものをやってほしいというような御意向なのかなと今ちょっと感じたのですが、予

算的に言いますと、要は税金をもっと違うほうにもというお話なのかなと今ちょっと感じ

たのですが、三笠市の予算で申し上げますと、教育費の予算というのは、ことしで言いま

すと一般会計の５.６％にしかすぎません。しかすぎませんと言うと、ちょっとまた怒ら

れるのかもしれないのですが、そういったことでは、これまた今７月の広報でそういった

こともお知らせしていかなければと思っていますけれども、ですから先ほど申し上げた副

市長が先日まち特で申し上げたようなことも今取り組まれようとしておりますので、そこ

は高校の問題とはまた別なお話になっていくのかなと思っています。 

 それから、高校のことを今の音威子府のお話で、村民理解しながらというお話が前段に

あって、三笠市もということと、ただ、音威子府は木材を中心に、でも私どもはやっぱり

三笠市が誇れる農産物を中心にといいますか、その食材を生かした高校づくりといいます

か、それがまちの経済なり、また地域活性化につながればというようなことで、今一生懸

命やろうとしているわけでありまして、そういったところで、やり方というか、持って

いっているところは違うかもしれないですけれども、目指しているところはやっぱり同じ

なのだと思っておりますので、そういったことで、とりあえず答弁になるかわからないの

ですけれども、お答えをしたいと思います。 

◎議長（髙橋 守氏） 教育長。 

◎教育長（冨樫繁樹氏） いろんな御意見をいただくことは大切だと思いますし、私ども

も、私が中心となって市の説明会を進めました。確かにいろんな厳しい話もございました

が、やはりちょっと方向がずれてしまったのかなという私の反省もありますけれども、受

けてとめていただく市民のほうにもずれてしまったのかなという感じがいたします。原点

にまず返っていただいて、現在、三笠高等学校があるのです。そのある高校をどうして残

していこうかという話から、こういう形になって、こういう計画で進めていけば、三笠市

の財政なり、三笠市民の協力のもとで、三笠高校を残していけるのだということの切なる

市民の皆さんの１万人を超えるような署名なり、私どもがいろんなことで詰めて説明会に

臨みました。残念ながら、いろんな話が出ましたけれども、一定のところではやはり私ど

もの詰めたものが初めから聞かないうちに否定されたり、ある人が言っていましたけれど

も、空知や北海道の中で自治体がやるもので、石炭も含めて一つも成功していないのでは

ないか、おまえらやったってだめだぞというような厳しい話もされました。 

 ただ、私は言っているように、この三笠が自立してこれから頑張ってまちを進めていく

中で、今ある高校を残していくことが一番まちづくりで重要で大切だと私自身は思ってお

ります。したがいまして、一般会計にもお願いして、財政上、三笠の市民の皆さんにこれ

以上負担をかけないのか、いろんなことの判断もいただいた中で、今回説明会に臨みまし

た。財政の十何ページにわたる資料を、それを機会に出せ、出せというところが１カ所だ
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けありましたけれども、そこも私どもがあれを出してみたところで、否定を前提とするよ

うな発言も結構ありましたし、今回次長が申し上げましたように、今度の広報の中で臨時

号、２ページぐらいになると思いますけれども、今まで市民の皆さんの心配の部分なり、

我々が説明の中で理解がすとんと落ちていない部分等々、いろいろ今、説明会、また、ま

ち特でお聞きしましたので、その辺も含めて、しっかりまずこの広報で市民に全員再度知

らしめていきたい。改めて、いろんな機会で、私もそのための説明ではありませんけれど

も、会合に出て、努めてその理解をいただくように努力もしておりますし、次長申し上げ

ましたように、これからもどんどん市内、市民の皆さんに中に入って説明をしていきたい

と考えておりますので、ぜひその辺御理解いただけますようお願いいたします。 

◎議長（髙橋 守氏） 岩崎議員。 

◎２番（岩崎龍子氏） 何回か同じような私も質問になってしまうのかなと思っておりま

すが、説明何回も聞かせていただいております。 

 やっぱり市民がある程度納得して進めることが大事だと思っていますので、一つにはア

ンケートについても、最初は市民アンケートというふうに説明会でも聞いたように思った

のですが、所によっては小中学生、それから子供のいるところにアンケートをとるという

ふうに聞いていましたし、その辺のところではどちらなのか。片方なのか、市民として

は、賛否を問うアンケートをとってくれというほど極端な意見も出た場所もありますが、

そのアンケートについてはどのように考えているのかお聞かせください。 

◎議長（髙橋 守氏） 教育次長。 

◎教育次長（澤上弘一氏） 今、市民説明会のお出しした資料の中に、市民アンケートと

いうような表現があったものですから、そこのちょっと詰めの部分も表現的にまずかった

なというふうに反省しているのですけれども、中身的にはアンケートにつきましては、当

初からこの全市民に市立化の是非を問うようなことは考えていなかったということで、こ

こは将来、高校に入学する子供さんがいる保護者に対して市立化の内容を示して御意見等

を親の立場として伺うようなものということで、現在のところ当初どおり考えておりまし

て、そういった方向で、今、進めたいというふうに考えております。 

◎議長（髙橋 守氏） 岩崎議員。 

◎２番（岩崎龍子氏） わかりました。何かちょっと違っていたように思ったものですか

ら、市民としては市民アンケートをとるのかなというふうに思っている方がいると思いま

す。改めて、広報に説明というか、内容についての理解ができるようなお知らせを入れて

くださるということなので、それで市民の方がどのように受けとめるかということは、そ

れまた一人一人違うのかなというふうに思っています。私も学校そのものは、あることが

大事だと思っています。それは市民みんなの思いだと思うのですけれども、三笠のこの高

齢化が進んでいく中で、本当に高校があればすべてよくというふうに受けとめられるかど

うかということでないかなというふうに思っています。高校と離れてまちづくりという点

で、本当は別なのかもしれませんけれども、三笠の今の住民がここで生きていけるよう
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な、やっぱり市民のための福祉も充実して安心できるまちづくりという点で本当に高校が

大きな役割を果たしていくかどうか、市民により明確に理解してもらえるような資料を出

していただくしかないのかなというふうに思っています。決めるのは、これからまだ先で

ありますけれども、より一層三笠のまちについて考えていく、本当に大きな時が来たので

はないかなというふうに思っていますので、財政の数字だけではわからない人たちもたく

さんいますけれども、今６０、７０の人があと１０年大丈夫ですと言って、ああそうなの

かというふうに思えるような、そんなふうなまちづくりになっていけばというふうに思っ

ていますので、高校の問題では、説明会を通して市民の声がどう生かされるかなというこ

とで、次長さんのほうからもいろいろお話聞きましたので、これからまたそれが生かされ

ていくのかなと思っています。高校の問題ではこれで終わらせていただきたいと思いま

す。 

 あと、子宮頸がんのところで、三笠の子供さんの数ちょっと教えていただけますか。 

◎議長（髙橋 守氏） 環境福祉部長。 

◎環境福祉部長（永田 徹氏） 女子生徒の数でありますが、６月１４日現在であります

が、まず中学３年生の女子、これが３１人です。中学１年から３年生までが８７人です。 

 以上です。 

◎議長（髙橋 守氏） 岩崎議員。 

◎２番（岩崎龍子氏） わかりました。３１名。中学３年生だけというと、半年間で接種

できれば、今年度中に間に合うかと思うのですが、金額的にいうと１人５万円ぐらいと

言っていますので、１５０万円ぐらいですか、三五、十五、そうですね。そのぐらいです

ので、できれば女性の、性交渉云々というのはさっきありましたけれども、要するに子供

たちが健全で、そのことを通して家庭でも母性保護の立場で、家族でいいお母さんになれ

るような第一歩ということで教育にもかかわるような、そういうふうな取り組みにしてい

ただいて、父兄の軽減も含めて検討していただければと思います。よろしくお願いしま

す。 

◎議長（髙橋 守氏） 西城副市長。 

◎副市長（西城賢策氏） 子宮頸がんのほうは私どもしっかりやりたいと思っております

ので、先ほど部長が答弁申し上げたとおり考えていきますし、中学生全般に関してという

ような視点も含めて部長のほうでは検討してくれていますので、ただ先ほども申し上げま

したように、ほかのワクチンもいっぱいあるわけです。それらについて今後どうしていく

のかとか、前から言われています肺炎球菌の問題もありますから、そういったことも含め

て総合的にどういうような対応ができるか、それは早いうちに結論を出したいというふう

に思っています。 

 それから、今の高校問題でたくさんお話をいただいたのですが、言われたのはもっと市

民生活にお金を使ってほしいとか言われるわけですけれども、老人施策、それから子供の

施策等を中心にして三笠のまちというのはかなり取り組んできていると思っています。も
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ちろん足りないところもきっともってあるのでしょう。障害者福祉の部分ではまだ取り組

めていない部分も、私は認識としてはたくさんあるのかなというふうに思っています。そ

れにしても、市民生活にお金を使うというのはどういうことなのか、ちょっとお話をお聞

きしていてわからない部分もあります、私どもとしては。極論をすれば、お金をたくさん

配るような形になればいいのかということになってしまいますので、そうではなくて、い

ろんな制度を立ち上げろということなのでしょうが、しかし現実問題として、今大体、極

端に進んでいるところは別として進められることについては私ども取り組んできていると

いうふうに思っておりまして、総体的に途中で産業の話がありましたが、産業の話はやっ

ぱりトータルでうちのまち全体の民力をもっと上げなければならない。朝日新聞で言う民

力ですが。やっぱり住民の意識といいますか、潜在意識みたいなものをもっと高めていか

ないとならないと。その中から、こんな産業を興そう、あんな産業を興そうみたいなのが

出てきて、それらが基本的にはどんどん回っていかなければならない。つまり、福祉を充

実するにしろ、例えば観光産業を充実するにしろ、何を充実するにしろ、片方の産業とい

うのが、地場にしっかり根づいた産業がなければならない。その産業の基礎は、やはり教

育というところから出発しなければならないということは事実なのですよ。そういうもの

をしっかりとつくり上げていくという基本を頭に置いて取り組んでいかなければならない

のだろうというふうに我々は思っています。ですから、音威子府のお金の使い方と三笠の

お金の使い方は違うと思いますが、それはもう当然違って当たり前なのだと。私どものま

ちは私どものまちのあり方があると。 

 それから、高校があればすべてというふうには我々当然思っていませんで、トータルで

市長がずっと言ってこられた教育の大事さみたいなものを今さらに我々としてはしっかり

と守り育てていきたいということはありますし、教育長が言われた今ある高校をみんなで

残そうとしたのに、ここで市立化するといったら、いや、やっぱりお金かかるのではない

か、何でないかということだったので、これは財政的に今後の見通しが立つのかというこ

とを私どもは財政の専門家も含めてしっかり取り組んで、今そのとおりに数字としては積

み上がってきているわけです。ですから、私どもとしては、教育長言われたように、これ

からさらにまた新しい負担を市民に強いて高校を守っていくのだといえば、これはちょっ

と話は別だと思いますけれども、私どもとしては可能性として十分にやっていけるのでは

ないかというふうに考えていると。それは、できなかったらというふうにおっしゃられま

したけれども、できなかったらできないのです。できなかったら何も問題起きないので

す。その点で言えば。できたら、今度はそれを一生懸命守り育てていかなければならない

から大変です。大変な思いをして、だけれどもやろうと言っているということなので、そ

このところはぜひぜひ御理解いただければと思いますし、心配は前にも申し上げたように

いっぱいあります。間違いなくあります。これは市民の皆さん心配されるのは当たり前だ

と思いますけれども、そういうものを一つ一つ、一つずつ我々としては何とか解決して

いって、それを市民の前に披瀝していかなければならない責任はあると思います。 
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 そこで、従来からということだと思いますが、岩崎さんの御質問等をいただくときに、

やや市民、市民、市民というお言葉がたくさんあります。そのとおりだと思うのですが、

今回の説明会、教育委員会がやってくれていますけれども、これは我々もそうです、補助

機関ですから、一定の意見を集約して、つまりいろいろお聞きをして、それを執行者であ

る市長と、それと議会という判断をしていただく場にお示しするというのが私たちの責任

だと思っています。したがって、市民からいただく御意見というのは、ぜひ御自分の中で

完全な解釈をしていただいて、それを議会の場で発言いただくと、こういう場なのだろう

と思います。前にも申し上げましたように、市長がそこに出て行って、市長が市民と１対

１でお話しするといっても、これはその方の意見でしかありません。これ、何ぼ詰めて

いっても、民主主義である以上、そうなってしまうわけですね。その方の御意見でしかな

いわけです。議員さんたちは後ろにたくさんの方々をしょっていらっしゃいますし、市長

はもちろんたくさんの方をしょっておりますが、お互いにその意見をぶつけ合って解決し

ていくのがこの場だと思っておりまして、そうでなければならないと思うのです。過日も

ちょっと申し上げましたけれども、やっぱり選良である以上は、そういうような御判断を

いただいて、だれかが言ったからこうだとかというのでは僕はないと思っておりまして、

そこのところは、ぜひぜひぜひ御理解いただければというふうに思いますので、よろしく

お願いいたします。 

◎議長（髙橋 守氏） 岩崎議員。 

◎２番（岩崎龍子氏） ありがとうございます。市民といってもいっぱいいるので、いろ

いろなことありますけれども、市民のために予算をどう使うかというのは、幅広い意味が

あるのではないかというふうに思っていますが、その辺のところがもっと具体的に要望な

りお願いすることが大事なのかと思っています。 

 例えばです。高校もできて、また、ある地域では、三笠にずっと市営住宅もずっと建っ

ていきますから、その地域によっては、年寄りだけが住むというのはちょっと言い方は悪

いのですが、年寄りも安心して住めるような市営住宅、前に言いました、私も。検討して

いただくという話もありましたけれども、そういうような昔の長屋のような形で、広くな

くていいから、それぞれが一人で住んでも地域で守られていくような、声をかけ合えるよ

うな、そういう住宅づくりなども考えていただくとか、そういうことも含めて、それでは

施設に入らないでそういう市営住宅で頑張ろうかという人たちがふえていくような、そう

いうまちづくりも意見としてもっと具体的に、そういう点では、議員の働きというのです

か、後ろにいる人たちの声をしっかりと届けていって、一緒に相談してつくっていくのだ

という努力をもっとしなければいけないなと、私自身もきょうの質問を通して思っており

まして、高校その他について、きょうはたくさん私もしゃべらせていただいて、しゃべる

の苦手だと言って、これだけしゃべれば苦手だとは言えないのかもしれないのですけれど

も、市民の思いは伝えられたかなと、幾らかは。ですので、これからも周りの方たちの意

見は大事に伝えていきたいと思いますので、行政の皆さんにも、御苦労もあると思います
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けれども、どんなことでも聞いていただけるような皆さんになっていただいて、いい仕事

が私たち自身もできるように頑張ってまいりたいと思いますので、きょうはこれで私の質

問を終わらせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。 

◎議長（髙橋 守氏） 以上で、岩崎議員の質問を終了いたします。 

 次に、９番谷津議員、登壇質問願います。 

（９番谷津邦夫氏 登壇） 

◎９番（谷津邦夫氏） 第２回定例会に当たりまして、通告順に従い御質問を申し上げま

す。 

 その１に、市長の政治姿勢について、その（１）として、道立三笠高校の市立化につい

て御質問を申し上げます。 

 私は第１回定例会で市長の市政執行方針の提案に対し、この件につきまして、本会議で

市民の声を中心にただしたところでございます。特に市民の絶対的な理解と協力が不可欠

であることを申し上げたつもりでもございます。答弁では市民説明会を開き、市民の声を

聞きながら市民理解を得ていく、市民と一緒になった形で高校の存続を図っていきたいと

のことでありました。市議会としても、将来に大きな負担を強いる要素を含んでいること

を懸念し、全会一致で決議を上げたところでございます。その内容の一部には、市立での

職業科高校の設立に向けての取り組みに当たっては、多くの市民の声を十分に聞いた上で

総合的に判断されるよう求めています。市長不在の市民説明会で、新しいこの事業を展開

していく意気込みはわかるとしても、参加した多くの市民から心配や不安視する質問、意

見が相次ぎ出されました。 

 まず、この実態を市長は、この段階で市民に対する説明責任について、どのように感じ

ているか、まず見解をいただきたいと思います。 

 また、過日開かれました市議会の特別委員会では、市民説明会に対し、その１として、

常にすべての所管と対応しており、市民への対応不足とは思っていないとのことであり、

二つ目には、市長出席の説明会を開く意思がないことが明確になりました。三つ目には、

三笠が教育都市として、将来にわたって最大の部門と理解し、今後も貫いていきたいとの

市長答弁でもあります。市長は、この計画を既に実行するという結論、判断に立っている

のか、その認識で私がよいのかどうか、見解をいただきたいと思います。 

 （２）の太古の湯の現況についてお尋ねを申し上げます。 

 この温浴施設は、サンファームエリア周辺事業の一環で、市民の介護予防や健康増進施

設として市が企業誘致として当初から不安材料を耳にしながら、いわくつきのスタートで

ありました。当初、ワンディ・スパが建設を進めましたが、経営難に陥り、工事を請け

負っていた株式会社桐山が引き継ぎ、平成２０年６月末にやっとオープンにこぎつけまし

た。しかし１年後の昨年６月、突然に民事再生法の適用を申請し、今日まで静岡地裁が関

与した案件でもございますし、これまでの間、その推移を見守ってきたところでございま

す。しかし、市民の間では、太古の湯が競売にかかったとか、どこかの会社が入札に応募
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したとかのうわさが５月末ごろから急速に広まっておりました。 

 そこで、お尋ねいたしますが、北海道新聞の今月１６日号には副市長のコメントで、地

元企業の手で続けられるのは非常にうれしいとの掲載がなされておりました。太古の湯の

現況について、市はどの程度把握しているのか、実情について見解をいただきたいと思い

ます。 

 二つ目に、クリーン三笠、クリーンライフ推進事業についてお尋ねを申し上げます。 

 この事業は、昨年度から実施されておりますが、いま一つ市民の反応が鈍いと言わざる

を得ません。目的は、食品残渣、いわゆる生ごみの保管専用容器からの生ごみ臭や腐敗臭

の軽減対策で、消臭効果があると言われているＥＭ活性液を昨年７月に全世帯に配布され

ました。その効果を期待しておりますが、まだ漠然としたもので、ＥＭ活性化液を追加注

文する家庭は少ないというふうに聞いております。市では、民間との連携により、ＥＭ活

性液の普及を図るとしておりますが、現状における効果の内容とその取り組み状況につい

てお聞かせいただきたいと思います。 

 さらに、市長は、この事業の導入に当たり、平成２０年１２月に沖縄県うるま市へ視察

調査に行っております。そこで、ＥＭ菌の開発者と言われております琉球大学の比嘉照夫

名誉教授とお会いし、その後、当市にも講演会で来られている方でもございます。比嘉名

誉教授の人物像について、市長はどのような人物と評価しているのか、見解をいただきた

いと思います。 

 なぜならば、インターネットでＥＭモデルタウン推進事業の連載がございまして、「新

・夢に生きる」の題名で三笠プロジェクトとしてレポートとして紹介されております。そ

の内容について、初めて知り得る中身もございまして、確認の意味も込めての質問でござ

いますので、申し添えておきたいと思います。 

 御答弁をよろしくお願いいたします。 

◎議長（髙橋 守氏） 教育次長。 

◎教育次長（澤上弘一氏） まず、三笠高校の件での御質問でございますけれども、市民

説明会、市長不在の説明会であったと、説明責任をどう思うかということでございまし

た。私ども、これは市行政のうちの教育を教育委員会が執行機関ということで担っておる

わけでありまして、そこの部分で当然、市長の説明する部分を私どもがやっているという

ふうに認識しております。ですから、当然、行政の中はそういったことで、それぞれの部

門で、それぞれの部署が責任を持たなければならないというふうに思っておりますので、

教育委員会がそこの部分は責任を持って説明をさせていただいたというふうに認識してお

ります。ただ、先ほど教育長が申し上げましたように、そのやり方という部分では、いろ

いろと反省を含めて、ちょっと市民に理解をいただくに至らなかった部分は反省としてあ

るなというふうに思っております。 

 それと、すべての所管との協議ということですが、これについては、特に先ほども申し

上げました財政的なこともありますけれども、例えば寮とする雇用促進住宅にかかわって
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の改築の問題とかもありますので、そういった部分では建設サイドとか、各部署にわたっ

て、これは一度総務部長のほうからも招集がかかって各部長が集まって協議をしていると

いう実態もございますし、また全部課長を対象に説明会もやって、それぞれ共通の認識を

持ってもらって取り組んできているということでございます。 

 それから、実施するという意識なのかということがあったと思います。結論は前からも

言っておりますけれども、最終的には条例、予算を９月議会に提案して議会での御判断と

いうことになると思いますけれども、私どもとしては、もうぜひやりたいと、やらなけれ

ばならないというふうな意識を持って今取り組んでいるところでございます。 

◎議長（髙橋 守氏） 企画経済部長。 

◎企画経済部長（中沢敏男氏） 私のほうから、太古の湯の現状ということでお話をさせ

ていただきます。 

 太古の湯につきましては、事業者であります桐山、これが本業であります建設業の受注

減、またメーンバンクとの借入問題、またワンディ・スパの倒産に伴います請負代金の未

払い等、このようなことがございまして、経営が困難になったということで、昨年の６月

に民事再生法の申請をいたしまして、現在手続が進められているという状況でございま

す。再生計画の方針につきましては、太古の湯を売却して、本業である建設業を立て直し

ていくと。その収益の範囲内で債権の返済を行っていくことを基本に計画をしていくとい

うことで聞いております。当初は昨年の１２月までに再生計画を提出するという予定でご

ざいましたけれども、抵当権者との調整に時間がかかりまして、現在まだ提出はされてい

ないという状況でございます。 

 その後、太古の湯の売却につきましては、４月に入ってから入札開始が始まるという情

報をいただきまして、その後その詳細の情報について、市のほうとしましても、商工観光

課長を中心に何度も連絡をとってきたということでございましたけれども、売却額の面で

抵当権者の同意が得られなく、購入予定業者が決まらないということの回答が実は続いて

おりました。その後、６月に入りまして、３社からの入札があったというふうに聞いてい

るところでございます。その３社のうち１社につきましては、市内の方が経営する会社と

いう情報をいただいたということでございまして、地元に関連する企業を優先という市の

考え方を代理人弁護士のほうに伝えてきたというところでございます。その後、６月１５

日に購入予定者として、その市内の方が経営する会社というところが正式に決まったとい

うふうな形で通知を受けております。 

 今後につきましては、購入予定者の方と三笠市のほうで土地の賃貸契約等の諸条件、こ

れらについて協議を進めていくということになりますけれども、今後、桐山のほうから提

出されます太古の湯の売却を含めた再生計画案、これについて債権者への審尋が始まると

いうことでございまして、この計画案の決議を受けていくということでございます。もし

この計画案が否決されたという場合は、最悪破産になる可能性もあるというふうなことか

ら、担当所管としては今後も計画が予定どおり認められて、太古の湯が早期に売却される
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よう代理人弁護士等に働きかけを行っていきたいというふうに考えているところでござい

ます。 

◎議長（髙橋 守氏） 環境福祉部長。 

◎環境福祉部長（永田 徹氏） 続きまして、私のほうから、クリーン三笠についてとい

うことで２点ほどありましたが、まず一つ目にクリーンライフ推進事業におけます現状に

おける効果についてということでありますが、この部分につきましては、昨年クリーンラ

イフ推進事業としまして、まず一つ目にはＥＭ活性液利用モデル事業ということで、これ

につきましては、食品残渣を保管する専用容器からのにおい対策としましてＥＭ活性液を

無料配布するに当たりまして、ＥＭ活性液に対する市民の理解を深めまして、利用に関す

る意見を聴取するため２町内会を選定し、実施しております。世帯数としては９７世帯

で、５月１５日から６月９日までの２６日間実施しておりまして、そのときにはアンケー

ト調査も実施しております。 

 次に、その後、ＥＭ活性液の市民配布事業としまして、これらの食品残渣を保管する専

用容器からの生ごみ臭や腐敗臭を軽減するため、ＥＭ活性液を全世帯に配布しておりま

す。一応そのときのモデル事業としてのアンケート結果をしたのですが、においがなく

なったという声もありますけれども、効果につきましては、まだ十分検証されていない状

況でありまして、今後、検証する予定でおります。 

 次に、琉球大学の比嘉名誉教授の人物像ということで、谷津議員のほうでインターネッ

トのほうで確認されたというお話でありますが、実はまずこの辺の話につきましては、私

どものほうで今回の比嘉教授のインターネットの内容をまず確認し、ちょっと対応したこ

とについて説明させていただきます。 

 実は、ことしの４月２０日に、ＦＡリサイクルの社長から今回の記述についての話があ

りまして、その後、資料を入手しまして、三笠市がＥＭモデルタウン推進事業を実質的に

スタートしたという記述を私どものほうでそのときに確認させていただきました。その

後、４月２２日にＥＭ研究機構の三笠市の担当部長に連絡を入れまして、その事実確認と

合意なき勝手な解釈で記述していることについて抗議いたしましたところ、そのときには

内容が確認できていないということで、後日回答をもらうこととしまして、その後４月２

７日に担当部長から連絡がありまして、そのときには、合意していないことは承知してい

ると、しているのですけれども、三笠市長、また市役所の担当者だとか、農業関係の方が

直接沖縄に来られて現場視察だとか、市長とも詳しい話し合いを行った上で、昨年３月に

は三笠市においても教授の講演会を開催したことから、実質的にＥＭモデルタウン推進事

業がスタートしたと解釈して記述したものでありまして、担当レベルとしては三笠市は慎

重に対応していると、私たちも同様に思っているのだけれどもというような話をされてお

ります。その後、５月１３日には、ＥＭ研究機構の安里社長が来庁されまして、今回の記

述について謝罪がありました。また、ＦＡリサイクルの筆頭株主になることから、引き続

き三笠市の委託を受ける地元企業として鋭意努力することについて話をされております。 
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 以上のことから、ＥＭモデルタウン推進事業が実質的にスタートしたとのインターネッ

トでの記述につきましては、研究者としての比嘉教授の強い思いで書かれたものでありま

して、この部分については事実とは異なっている部分であります。 

 なお、今後の考え方としましては、ＦＡリサイクルにつきましては、現在、当市の生ご

みリサイクルの推進に欠かすことのできない企業でありますので、その筆頭株主になりま

すＥＭ研究機構とはうまく連携していきたいなというふうに考えています。 

 以上のことでありますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

◎議長（髙橋 守氏） 谷津議員。 

◎９番（谷津邦夫氏） それでは、順番に一つ一つ質問をさせてもらいたいと思います。 

 三笠高校の市立化についてでございますが、今、次長からも答弁ありましたけれども、

やっぱりこのプロセス、踏み方が全く違ったなと、そういうふうに私は受けております。

当初の、私の第１回定例会で質問した中身と大した変わりません。と申しますのは、市民

背景という、そういう大きな要素を持ちながら議会の場というのはあると思っています。

先ほど副市長が言ったとおりだと思っています。それで、なかなか市民の声というものを

的確にとらえて、その答えがいわゆる不安や心配を与える答弁だと思うのですよ。だか

ら、子供がこれから少子化なり、高齢化が進むよと、三笠に何人ですよと、あるいは空

知、北海道の段階でもだんだんと子供が少子化になっています。それに打ち勝つだけの、

やっぱり経営ですから、打ち勝つだけの頑張る裏づけといいますか、やってみなければわ

からないというのはそれは当然だと思うのですけれども、そこら辺の説得材料といいます

か、やはりまだまだ不安要素が多いから市民との間に随分ずれというものを感じていま

す。それが一つです。 

 それからもう一つは、財政上のことだけ言っていたけれども、そうではありません。や

はり教育という一つの観点からいうと、教育だけでまちづくりの本当に全体的なものをま

ちづくりという観点から見て本当にそうなのかと。市長は三笠の教育都市としてこれから

も将来の最大の部門だと言っていますけれども、それはそれとしてわからないわけでない

けれども、実態として小中学校が統合し、保育所、幼稚園もこれからどうなるかわからな

い、そういう要素がたくさんあります。そういう中で、やっぱり教育というのは、私は国

の責任だと思うのだけれども、これは成りかわって今は地方自治体が受け持っていますけ

れども、やはりこの辺がなかなかまちづくりに対する高校のウエイトというか、教育分野

のウエイトというか、先ほど次長から一定の教育費の額で出ましたけれどもね。それと、

やはり市民生活の根っこの、あすの命をどうするかとか、あしたの生活をどうするかとい

う、そういう市民生活の最優先する部分の痛みを、その辺をやっぱり思っている市民の声

というのとは随分かけ離れた今回の市民説明会だと思っています。 

 それで、市長ね、まだこれから２カ月あります。市長はいろいろとこれからも努力する

かもしれませんけれども、やっぱり市長の顔が見えないと市民は不安なのですよ。だか
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ら、担当者がどれだけ市長に上申しているかわかりませんけれども、なかなかその辺が伝

わってこないのです。この前のまちづくり特別委員会も市民の声を一定の集約化して出さ

れましたけれども、あんな生易しい声ではなかったと思っています。その辺、やはり私よ

くよく言いますけれども、高齢者の足だとか買い物だとか医療だとか、そういう生活の分

野の何かを出さなければ、なかなかこれは、このずれというものは埋まってこないと私は

率直に感じました。市民は教育でまちづくりできるというふうな認識に立っていません。

それが残念ながら私もそういうふうに受けとめてしまいました。 

 それと、副市長が、これ、どこでも言っているかどうかわかりませんけれども、道です

ら学校をつぶす、もしうまくいかなかったらつぶしていると、だから三笠だってもし運営

がうまくいかなければつぶせばいいのだというような、これまち特で言っていますよ。こ

れは経済的な観念から言うとそうかもしれませんが、初期投資を１億２,０００万円近く

するわけですから、１億１,２００万円か、そして場合によったら５０％であるのか、１

００％があるのかわかりませんけれども、もし１００％来たって、１０年間ですよ、８,

３００万円ぐらいの税金を使うわけですから、そういうことを考えるとやっぱりこの辺を

市民にもっともっと説明する要素もありますし、赤字補てんという立場がこれがずっと続

くわけですから、だから長期ビジョンというものはまちづくりという基本というものを、

どんなまちをつくるかという教育だけではないですよ。だから、木という教育の部門を見

るのではなくて、森はどういう森をつくるのだという、その森にどういう木を植えていく

かという、その木の１本ですよ、教育というのは。その辺がまだまだ市民説得、弱いなと

いう私は印象を受けました。 

 ある市民が言っていましたよ。これ行政は、もう説明だけだろうと。これはちょっと余

り言いたくないのですけれども、行政も説明でなくて何かアリバイづくりしているのでな

いかと、本当に市長にちゃんと申し入れしているのかと、もう一回振り出しでもう一回考

えるべきでないかと、ある会場で言っていましたよ。それぐらい市民とのギャップがある

と、私は印象を受けました。市長、それ先ほどの次長からやらせてもらいたいという、何

ていうんだろう、教育行政としてはわかるけれども、市長の判断が先ほど私質問したとお

り、まだ２カ月あるけれども、もうやるという結論に達しているのか、もっと検討する与

地があるのか、ちょっとその辺、見解をいただきたいと思います。 

◎議長（髙橋 守氏） 西城副市長。 

◎副市長（西城賢策氏） まず、私の発言に関して御発言があって、どうも趣旨は似たり

寄ったりかもしれませんが、どんどん何か表現が変化していくので私恐ろしさを感じます

から、あえてはっきり申し上げたいと思いますが、道ですらつぶしたのだから、つぶせば

いいのではないかと、そんなこと言ったことはありません。道のほうで今やっている高校

ですら今やめようとしているのですよと、それは言わずもがな見えてくるのではないで

しょうかということを申し上げたので、そこら辺、似たようなことかもしれませんが、つ

ぶせばいいのだというようなことを私が申し上げたということではございませんので、そ
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の辺ぜひ御理解をいただければと思います。 

 それから、市民に、今もおっしゃられましたけれども、市民がそういうふうに不安だ

と、だから説明会をやらせていただいて、教育委員会が苦労をしてくれたというふうに私

のほうで思っておりまして、やはりどうなのでしょうか、行政が説明、行政が説明と、も

ちろん行政も説明してこうやってやってきているわけですし、今また広報等でもお知らせ

をしたり、いろいろ手法を使っていくのですが、幾つかの場面で行政としても何度か資料

を議員さんたちにもお出しをして、そして納得いったかいかないかは明確にはわかりませ

んが、しかし御理解いただくような資料はお出ししているわけです。ここに来て、また行

政が、行政がという、むしろ行政やなんかと市民との間には議員さんもおられるわけです

から、議員さんとしての御説明というのはいただけないものなのか。十分、私ども財政的

な資料もお出ししたり、いろんなことをやっているし、先ほどの岩崎さんの御質問でも自

分も話してもいろいろな御意見があるよというようなことなので、そういうことをされて

いるのだろうと思うのですけれども、私どもとしては、私どもができる御説明は大体して

きているのではないかなと。一番だったのは財政的な問題だったと思いますので、これは

やっぱり私どもとして資料を早くにおつくりしてお出しをして、御理解を得る努力をさせ

ていただいていると思いますし、一方で、これは極めて三笠市に高等教育を残すべきかど

うかという御議論が本来中心で底辺でなければならないというふうに思いますので、そこ

のところを教育委員会が一生懸命やってくれたと私は思っておりまして、そこを出発点に

して、何とかまたそれをうまく活用してまちづくりに展開していけないかというのが本来

なのだと思っています。 

 いずれにしましても、御発言の趣旨はよくわかるのですが、やはり行政が、行政がとい

うふうにおっしゃられても、私どもとしてはできるだけのことをやってきているというつ

もりでございますので、そこからさらに、谷津さんのほうでは谷津さんの御苦労もいろい

ろしていただいているのだとは思いますが、もっとそこに入った御説明等を市民の方に差

し上げるという方法はないのかなと思って私聞いておりました。私の印象だけでございま

す。これからも行政としては、行政ができることについて一生懸命皆さんにお知らせをし

てまいりたいということについては変わりがございませんので、そんな点で御理解いただ

ければと思っています。 

◎議長（髙橋 守氏） 小林市長。 

◎市長（小林和男氏） 私が市民との間にずれているのでないかと、こういうお話であり

ますけれども、私は決してずれているとは思っていないのですよ。つまり、議員も御承知

のように、三笠高校が怪しくなったときに、高校問題対策協議会の中でいろいろ議論しな

がら、何とか存続してほしいという市内のすべての団体、あるいはまたすべての町内会、

すべての市民の皆さん方の署名を持って何度も議会の代表である議長さんを含めて道教委

にお願いに行ってきたという経緯は御承知のとおりだと思っております。ですから、やっ

ぱり三笠にとって高校が必要だということは十分市民の意思としてわかると。ただ、看板
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のうちの道立が市立になるということの中で、財政的に大丈夫なのかと、そういうことの

私は心配だというふうに思っているのです。高校なければなくていいのだと、もっと別な

ところに回せということをおっしゃる方もいるかもしれません。それでは、どういうとこ

ろに回せばいいのですかと。私は少なくても財政の許す範囲は、福祉だとか、あるいは医

療だとか、そういうものに回してきたはずです。市立病院だって、御承知のように５億円

とか６億円とか負債を抱えて、起債も発行できない状態の中で、このままいけば、市立病

院は破綻せざるを得ない、こういう事例は全国でたくさんあるわけですよね。人口が２０

万も３０万もある千葉県の銚子の市立病院でさえ破綻するわけですから。しかし、何とか

市民の協力を得ながら、その分の財政を一般会計の中で生み出して市立病院を守ってきた

という経緯もあることも御承知だと思っております。そういう中で、バランスのとれたま

ちづくりをすると。私は決してまちづくりはすべて教育だけだというふうなことは到底

思っておりません。すべてがバランスよくなされていくべきだと。しかし、その中にも、

まちづくりの視点というものがあるはずだと思っております。そういう意味で、教育はま

ちづくりの中の大きな視点だというふうな認識をしておりますから、決して教育だけがす

べてだというふうに思っておりません。そんなつもりで、私は今回、市立化を進めていっ

て、何とか特色のある教育を皆さんの中に打ち立てていきたいと、こういうことでありま

すから、私は市民との間にずれがあるとは全く思っておりません。 

 それから、もう一つは、教育委員会というのは執行機関があるわけですよね。あるいは

教育委員会という組織の中であります。これは地行法上に制約ありまして、私どもも教育

内容には太刀打ちできないわけですから、これはいろいろな法律上の問題、そのこともあ

りますから、余り教育内容について、ああだこうだということは私は差し控えておりま

す。ただ、まちづくり全体の中に教育という問題がかかわってくるわけですから、まちづ

くりの一つとして市内で行われたいろいろな意見を私は教育委員会から十分克明に聞いて

おりますから、市民が何を考えて、どんな思いでいるかということについては、出席はし

ませんでしたけれども、市民の考え方、思い、あるいはいらだち、そういったことを参酌

することができたというふうに私自身は思っておりますので、その点については、決して

現場にいなかったからだめだと、何も知らないのだというふうには決めつけないでいただ

きたい、このように思っているところであります。 

◎議長（髙橋 守氏） 谷津議員。 

◎９番（谷津邦夫氏） みんなが質問した中で、やはり一番気にしているのが、本当に三

笠高校にこれからも子供が来るのかと。それで、次から次からという話になっています。

それで、新たな高校教育に関する指針の概要版というものが出ています。これ、２１年度

推計のやつですけれども。これでいきますと、中学卒業者の推計です。平成２３年で言え

ば、もう２,７００人ぐらい全道でマイナスになっています。空知でも１１４名と。恐ら

くこれ教育委員会でもあるかというふうに思っていますけれども。そして、これ全道的な

分野と空知とそれぞれこうやってなっていますけれども、これから９年間で全道的に言う
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と７,２００名ぐらいの減になっています。だから、もし三笠高校で今のいう計画でやっ

た場合、全道からもし公募をとるときも７,２００名に対しての公募だというふうになり

ますから、９年間ですよ。それぐらい公立高校といえども、民間であろうとも非常に厳し

い経営戦略の中での戦いだというふうに思っています。それで、三笠高校がもしなかった

場合、今、現実的に普通校を含めて、職業科含めて、岩見沢含めて、美唄等に通学してい

ますよね、現実的に。もしなくなった場合に、企業等の誘致にも非常に大きな影響がある

とかかんとかと言っていますけれども、広域的なものもひとつ考えてもいいのではないか

と思っています。その辺、もう少し、給食もそうですけれども、高校もそうですけれど

も、いろんな意味で広域的な分野で教育というものをできないのかと。どうしても自治体

に欲しいのはわかるけれども、なぜそこまでしなければならないのかというふうな私気が

いたします。 

 と申しますのは、やはりこの教育という専門性から見ると、やっぱり時間をかけて住民

との総合的な意見交換、あるいはこういう学校をつくっていこうと、三笠にあるものを、

先ほど農産物と言っていましたけれども、あるものを提供し、市民もこういうものを提供

していくと、一体となってつくっていきたいと、これが市長の言う協働のまちづくりでは

ないでしょうか。今は協働ではなくて、行政だけの机上の計算で市民に説明を一方的にし

ていると。これ、まちづくりの根幹にかかわる要素だと私は思っています。相可高校は県

立ですから、今の道立三笠高校と同じで、やっぱり一定の物を言えますよ。残してくれと

いう署名活動も何ぼでもできましたよ。でも、今度、市立ですから、音威子府と同様です

ね。先ほど岩崎議員が言っていましたけれども、自分も血を流すから行政も一緒にやって

ほしいと、そこに今うちの弱さがあるのですよ。やっぱり協働のまちづくりというのは果

たして何だろうかという私ちょっと疑問を感じる部分です。 

 これから、２カ月あると先ほど私申し上げましたように、市民からこういう逆提案がご

ざいました。一つは、身体障害者、高齢者、いわゆる弱者ですね、お年寄り含めて福祉施

設への転換も中身として検討できないのか。ひとり暮らしが多過ぎますと。あるいは、耐

震上を考えたとき、今の市役所大丈夫でしょうかと。それよりも市役所に転換してほしい

と。分庁舎や教育委員会も一緒にあそこできるのではないでしょうかと。そういう逆提案

を受けています。それから、ある人は言いました。調理科いいなと。そのかわりインパク

トの強いものをつくってほしいと。これなぜかというと、例えばチーズだかバターだか、

そういうふうなコースのできる、そういうものの資格取れる、あるいはワインだとか醸造

できる、そういうふうな資格の取れる、そんなような提案も受けていました。だから、

もっともっと時間をかけて、この三笠市役所だってもう５０年を経ているわけですから、

もう少し時間をかけながら、どうしても今しなければならんのかどうか、それこそ協働の

まちづくりにもう少し時間をかけて、市民とあるいは議会も含めて、往復してやってもい

かがなのでしょうかね。今すぐ結論を出さなければならないという理由はないと思いま

す。私はこの程度にしておかなければ、次の質問がありますので、これ逆提案させてもら
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いますけれども、何かあればもらいます。 

◎議長（髙橋 守氏） 教育長。 

◎教育長（冨樫繁樹氏） 道立高校の配置計画でありますけれども、今、谷津議員おっ

しゃったように少子化のために子供たちが減っていくと。その減っていく状況に合わせて

道立高校も減らしていくということです。ですから、１０年なり２０年で何千人減るから

今の高校はそのままで三笠高校が残ることではありません。道立高校もどんどんどんどん

減っていきます。その現実が、既にもう美唄で始まっておりまして、美唄の工業高校はな

くなって、美唄高校に接収されます。どんどんどんどんなくなります。美唄も恐らくこの

ままでいけば、うちと同じような運命をたどる。赤平もそうです。今、２年後に赤平高校

をなくしますよと言っています。そういうことからいけば、今、三笠高校は普通科ですか

ら、もう既に御存じのように、何回も皆さんに説明してありますように、空知の南学区し

か人を集められないのです。そういう学校では三笠高校を残していけないのです。それ

で、職業科に転換し、今いろんなことで地産地消を含めて、まちの活性化も、我々は越権

行為かもしれませんけれども、雇用住宅、雇用促進住宅も活用できるのではないか。本当

からいけば、寮なんか新しくつくれば一番いいわけです。だけれども、初期投資を最低限

に抑えた中で、まちづくりにも貢献できて、今９８％の子供たちがもう高校行っているわ

けです。義務教育なのです。民主政権も義務教育です。ですから、高校の授業料を無料化

してきているのです。そういうことを考えたときに、私はぜひ御理解をいただければと思

います。 

◎議長（髙橋 守氏） 谷津議員。 

◎９番（谷津邦夫氏） 私もまだ二つ残っていますから、こればかりやっておれませんの

で、ちょっと一つ聞かせてください。 

 これ先ほどの新たな高校教育に関する指針の中で、高等学校生徒に対するいろんな補助

制度、もし三笠にこの高校がつくられるとした場合に、通学費だとか、下宿費だとか、い

ろんなそういう控除額引き下げ制度ありますよね。これ該当するのでしょうか、市立でも

道立でも同じという、そういう見方できますか。 

◎議長（髙橋 守氏） 教育長。 

◎教育長（冨樫繁樹氏） この道の考え方は、道立高校をなくすための代替としてそうい

うことを考えているということですから、市立で残した場合には、この道の制度は、道の

補助というのはないと考えています。 

◎議長（髙橋 守氏） 谷津議員。 

◎９番（谷津邦夫氏） 結果的には、父兄の負担が多くなるなという気がいたしておりま

す。 

 それで、市長ね、もうこれ以上やりとりしたって、ちょっと今この場ではどうにもなら

ないので、次の段階のプロセスを紙切れ１枚で広報で流したって、やっぱり市長の顔を見

たいという人も、ファンがおりますので、ぜひやったほうがいいのではないかと、私は逆
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に思っております。 

 それで、三笠高校につきまして、いずれにしても９月に条例、予算含めた議会提案ある

ようですから、この間に私どももっともっと多くの方に声を聞きながら、私も最終的には

結論を出さなければならないと、そういうふうに思っていますので、よろしくお願いした

いというふうに思っています。 

 では、次に入ります。 

 太古の湯の関係ですけれども、先ほど答弁ありましたように、６月１５日ですね、市内

業者で購入予定が何となくわかってきたと。それで、まだちょっと心配される部分がある

と。いわゆる債権者への審尋、いわゆる計画の再建案の否決されるかどうするかという、

そこですね。それで、私はそう心配していないのです。もうここまで明確になってきたな

というのは、理解、自分なりにします。大歓迎ですよ。と申しますのは、やっと地元の企

業でこれだけのことを考えてくれて、応札してくれたなと。市民に愛される施設にするた

めに、やっぱり地元の企業が力を入れてくれるのが一番ベターだなというふうに私は常々

考えておりました。それで、この前もちょっと、この前というか、もう相当前ですけれど

も、話したときに、私、岩見沢の健康ランド方式、そこを前から逆提案しているのですけ

れども、今度もし実際に新しい業者が受けたときに、せっかくあの場を利用するのであれ

ば、新聞報道も出ていましたけれども、低料金、宿泊所、パークゴルフ場との連携とか

言っていました。本当にすばらしいこれから施設になると思います。 

 それで、健康ランドの例を挙げると、まず子供の遊べる場所が必要、いわゆる家庭ぐる

みで来ることが必要ですと。高級感があって、子供排除の今の差別化している施設では来

ませんと。それから、長距離ドライバーが、夏であろうと、特に冬であろうと、必ず来て

泊まる、そういうリピーターというのが結構いますと。それで、ゆっくりふろ入って、１

杯飲んで寝て、朝早く出て行きますと。あるいは、暑いとき、ふぶいたときに、それぞれ

の営業マンがやっぱりそういうのをよりどころとしていますと。そういうリピーターが来

るように、やはりこれからもあの場所は道の駅やらパークゴルフ場を含めて、一体化の中

で、いろんな意味で拠点として生かせる場所だというふうに思っていますが、その辺、市

長もせっかくこういう市内業者がてこ入れしたときに、これからいろいろと契約すると思

いますけれども、市が育成していく立場という観点から、やはりいろいろとこれからの賃

貸契約を含めて、市外業者と違って少し低料金でやるという何か表示していますので、も

う少し優遇するような形で考えられないかどうか、ちょっとそこら辺だけ聞かせてほしい

と思っています。 

◎議長（髙橋 守氏） 小林市長。 

◎市長（小林和男氏） 初めて谷津議員と意見が一致したなというふうに思っているので

すけれども、大変私たちもうれしく思っております。応札の段階では、ちょっと厳しいの

かなというような思いもありましたけれども、無事、地元業者に。ただ、あと何かが一つ

あるということだけであります。それを何とかクリアしていただければ、今、谷津議員が
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御指摘になった部分を含めて、今、パークゴルフ場の駐車場で、議会の皆さん方の御理解

をいただいてやらせていただいているのですけれども、あの辺のことも含めて、あの辺一

帯を考えていきたいというふうに思っておりますので、決まったら早速それらについて取

り組んでいきたいと、このように思っております。細かいことについては、副市長のほう

から。 

◎議長（髙橋 守氏） 西城副市長。 

◎副市長（西城賢策氏） 太古の湯としてというか、桐山さんの経営方針として、子供の

遊べる施設というのは実際にはなくて、大人がゆっくりと安らぐ場といいますか、そうい

うものを目指したということだったようで、これは北海道ではないのですけれども、東京

あたりでは市長も以前にあるところに行ってきていただいていますけれども、実にそうい

うすばらしい環境で、ここにできた当初ぐらいの環境で、いつもそういうところを満喫で

きたというお話をされていただいたのですが、すべてはこれからです。今、落札されよう

としている業者とは。全体としては、やっぱり債権者集会を通れるか通れないか、これだ

けが今かぎということで、その計画が大体できつつあるのでしょうから、そういう点で言

えば、もうちょっと時間は必要だけれども、私も谷津議員と同じように、これで通らなけ

れば、全く物件は裁判所に移って、裁判所がそれこそ超二束三文で処理するということに

なりますから、それからいえば今のほうが絶対有利なはずなので、これはこのまま進まざ

るを得ないのだろうなというふうに思っております。大分心配して、銀行筋からは商工観

光課長のほうに電話が入ったりいろいろしていますけれども、大筋そのようになるのでは

ないかなというふうに我々はとらえているというところでございます。 

 どちらにしましても、谷津議員の言われたような多くの人が入りやすい施設といいます

か、しかも従来決めていたような金額ではなくて、あれはたしか私の記憶では１３億数千

万円かかった施設のはずなので、それが今度の業者は１億数千万円で落札するということ

は、実に１０分の１近い金額、そうするとイニシャルコストは思い切り抑えられたという

ことに理屈上はなりますので、そういう点では、料金もかなり安くできるのだろうなと。

前にちょっと私のところに来られたこともありましたから、話をしましたら、自分がやる

以上は安く運営したいというふうに考えていると。普通のいわゆる銭湯ぐらいにまで落と

せるかどうかはちょっと微妙なところだけれども、もう少し上かもしれないけれども、今

の金額とは比較にならないほど安くやっていきたいと、そのようなことでございました。 

◎議長（髙橋 守氏） 谷津議員。 

◎９番（谷津邦夫氏） もし確定した場合に、市民に愛される施設につくってほしいし、

行政も大家さんとして適切なアドバイスをとともに育成をしてほしいと、そこだけお願い

したいというふうに思っています。 

 今度、市長、もう一つ最後にクリーンライフ推進事業、これ意見一致するかしないかわ

からないけれども、質問します。 

 ちょっと何点か質問しますけれども、確認だけさせてもらいたいと思っています。と申
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しますのは、本当にこの三笠のまちがＥＭを中心としたまちづくりを考えているのかどう

か、最終的にはそこの市長の判断を求めたいと思っていますし、本当にこのＥＭ効果とい

うのがどういうことになってくるか、いいことばかり聞かされていますから、本当にそう

なのかどうかを含めて、これからの話ですけれども。 

 先ほどの答弁で、比嘉教授が考えているＥＭモデルタウン推進事業、これについては教

授の一方的な思い込みで出しているのでしょうと。おまけに、北海道の三笠市が第１号だ

と、そういうふうな表現もして出しています。ちょっと市長に聞きたいのが、この比嘉教

授という方は三笠にこれ３回来られているのでしょう。市長、何回会って、話が、私心配

しているのは、この三笠市を利用して自分を売るというか、大きく見せようというか、本

当にこのまちにとって大事なことなのかどうか、最後はそこに結論行くのですけれども、

どんな人なのでしょうか。大宝ですか。 

◎議長（髙橋 守氏） 小林市長。 

◎市長（小林和男氏） どんな人ですかと言われてもちょっとあれなのですけれども、と

にかく大学の教授ですから、それなりの学問の研究だと思っております。それから、この

ＥＭ菌というのは、実はこのＥＭ研究所以外にも実はＥＭ菌を使っている会社があるので

す。実際に、私はいろいろな文献、例えばこのＥＭ菌を使って京都で全国大会をやったと

きに、京都の副知事も来賓として呼ばれてあいさつをしておりますし、農水省の審議官も

出てあいさつしていると。ですから、これからも補助事業について、このＥＭ菌を広めて

いく補助事業についても国として関与したいというようなことすら発言していますから、

私は怪しいものだとは思っておりませんでした。一番先に、私自身もどういう沖縄で農業

栽培が行われているのかということで視察いたしました。いいところばかり案内している

のだろうから、いい方です、正直に申し上げて。それから、帰ってきて、農業団体の皆さ

ん方にお話しして、農業団体の方々もとにかく行って見てこようということで。先駆的に

北海道は新篠津がやっております。御承知のように新篠津もＥＭ米ということで特選米と

して売り出しをしております。米の袋にＥＭ特選米という形で書いてある。ですから、新

篠津は私たちよりもずっと先輩です。そういうことで、まず私自身も三笠でやっていただ

いて、農家でやっていただいておりますけれども、それぞれの農家の人に聞きますと、形

の上ではそんなにぴりっと急激に増収があったとか、品質のいいものがとれたとかという

ことは目に見えてこないと。使って１年や２年では出ないのだろうとは思うのだけれど

も、ただ、今、農家の、議長が専業農家ですからわかると思いますけれども、土地が今ま

で化学肥料やなんかを使って、御承知のように起こしてもかたいのですよね、土地が、土

が。それを有機物を入れるわけですから、これ、やわらかくなるのは当たり前のことなの

ですけれども、そのことによって土壌の活性化がよくなって、そしてなるというふうなこ

ともありますけれども、しかし農家の人の実感としては、いいのだか悪いのだかわからな

いというのが正直なところ大多数です。でも、よくなったと言う方もいるのですよ。例え

ば昨年の冷害があったときは、うちは平年並みにとれたという農家もありました。そんな
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ことで、意見が分かれているのが実態でありますから、やはりこれはあくまでも行政が使

えとか使うなとかということではなくて、見ていきたいと思っています。 

 それからもう一つは、御承知のように産業廃棄物が川内のところに捨てられましてね、

その後、御承知のように悪臭が出て大変なことがあったので、これを何とかしなければな

らんということで、実は試験的に北海道のほうも、ことしじゅうに道としてボーリングを

おろしてＥＭ菌を入れると、それによってにおいが消えるのだとすれば、これは道として

も使っていきたいと、こういう状況になっておりますし、確かにおととしから見たら去年

あたりはあそこを通ってもにおいがあるのが少なくなってきている。あれは本郷町におら

れる方もそういうお話をさせていただいておりますけれども、そんなことで北海道のほう

もそういう方向で使っております。ただ、私どもが市として本格的にどうのこうのという

ことについては、これからも十分検討しなければならん問題ありますので、ただにおい消

しだけは確実に間違いないです、私は自分で実際に使って、去年の秋に畑にあそこでＦＡ

でとったやつをまいて、袋あけただけでにおいしますからね、それにＥＭ菌の活性液をや

りますとにおいがぱっととまります。その後、雪降って、春先にはほとんどぽこぽこの土

になって畑を起こしますとミミズがたくさん出てきておりますので、まんざら悪いわけで

はないなという自分の実感として思っております。だけれども、副市長のほうはそれ使っ

たら、もう野菜がだめになったということで、かなりお怒りになっている方もいますの

で、何か正直に申すと余りわからないということであります。そんなことで、今のところ

全く深入りするつもりは持ってございません。 

◎議長（髙橋 守氏） 谷津議員。 

◎９番（谷津邦夫氏） 平成１９年でしたかね、石狩湾新港にあるＫ＆Ｋ、私どもも直接

議会として行ってみたり、ＥＭ菌を使った培養土を使って、あそこのいろんな作物等を含

めてあっちのまちで使っている、こっちのまちで使っていると、いい宣伝しておりまし

た。ただ、それ以後、余り普及していないなという気がするのですよ。ただ、三笠が率先

して取り入れて、生ごみも含めたこのリサイクル循環型の形をとっているから、それとし

てはわかるけれども、今回のレポートを見ると、水道からブドウからタマネギからすごく

いいことばかり書いているのですよ。まだ始めたばかりで試験段階だというふうに思うの

ですけれども、この結果が本当にこんな早く出ているのかなと、そんなちょっと、やっぱ

り偽りの中身ではないかなということで私は受けているのですけれども。 

 それともう一つ、三笠市内に何だか研究機構の支店というか、支所というか、営業所が

あるのですか。ちょっとその辺、聞かせてください。 

◎議長（髙橋 守氏） 環境福祉部長。 

◎環境福祉部長（永田 徹氏） 三笠には、このＥＭ研究機構の支店はございません。た

だ、ＦＡリサイクルの筆頭株主であります。 

◎９番（谷津邦夫氏） 農作物いいのかな、これ。この実績、間違いないの。 

◎議長（髙橋 守氏） 西城副市長。 
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◎副市長（西城賢策氏） まだすべて何ていうのですか、実験段階というか、私どももま

だ、谷津議員がごらんになった記事の中身というのは、先生が相当三笠市に今入れ込んで

いるということが一生懸命書かれているのだなというふうにしか思っておりません。農業

関係で今３０農家がぼかしを使っていただいて、そのうちのさらに１５戸がぼかしと活性

化液を併用してやって、それが本当にいい効果が出るのかどうか、それが市長が先ほど言

われたことだというふうに思っていまして、私どもとして軽々にここに飛びつくというよ

うな姿勢ではありませんで、私どもなりにしっかりと検証した中でというふうに思ってお

ります。それから、各家庭にお配りしたものも、今これからアンケートをとる予定にして

おりまして、そういった方々が本当に効果を実感されたかどうかというようなことも含め

て、しっかり検証した中で判断していきたいというふうに思っています。 

◎議長（髙橋 守氏） 谷津議員。 

◎９番（谷津邦夫氏） 実態として５００ミリ、これ各全家庭にスプレーボトルと一緒に

無料配布になりました。先ほど言った８カ所で１本５００ミリ、２８０円ですか、税込み

で売っていると、販売していると。余り追加注文ないようですけれども、その辺、この効

果というのは、まだこれからアンケートとるとか何かと言っていましたけれども、どうい

うものに効果があらわれるのかというのはなかなか実体験としてわからないのですよ。生

ごみだけの話で来ているものだから、そういう事例というのを出していいのかどうか、そ

こがちょっとわからない。だから、マイマイガに効くとなれば、すぐぱっといくのだけれ

ども、その辺が何かに効果があるというものが欲しいのです。そうでなければ、なかなか

においだけで余り生ごみ、わからないというのが、結構、うちのばあさんではないけれど

も、やはり高齢だとにおいも余り敏感でないのですよ。くさいと言ったってくさくないと

言うのですから、使わないのですよ。だから、その辺ちょっと何らかの形でもう少し研究

する与地あるのではないかと。何々に効果ありますという、そういうものが欲しいなと思

うのですが、その辺どうでしょうか。 

◎議長（髙橋 守氏） 環境福祉部長。 

◎環境福祉部長（永田 徹氏） 昨年、無料配布したときに若干活用方法についてお知ら

せしておりますが、今後も市民になるべくわかりやすいような形でちょっと考えてみたい

と思います。 

 よろしくお願いいたします。 

◎議長（髙橋 守氏） 谷津議員。 

◎９番（谷津邦夫氏） わかりやすいのは、この広報で出ています、去年の７月に。この

ときに、台所だとか、犬の小屋だとか、ガラスふきだとか、ふろだとか、トイレ、これに

出ているのです。だから、本当にこれが効果があるから出したというか、なのかどうか、

そこがちょっとわからないのさ。 

◎議長（髙橋 守氏） 小林市長。 

◎市長（小林和男氏） 少なくとも私が沖縄で見聞してきた部分では効果があります。例
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えば、あそこでは、うるま市が図書館がございまして、そこで使う水、トイレの水は１

回、普通ですともうそれは汚水として流してしまうのですけれども、そこを通してＥＭ菌

で活性化液をかけてやることによってまた使えると、無色無臭で私も実際に行った職員と

二人でトイレの水をなめてみましたけれども、全く無色無臭です。職員もなめておりまし

たし私もなめてみましたけれども、その後、食中毒になったわけでありませんけれども、

そんなことで何ともなかったということは実証であります。 

 それから、家庭でも、沖縄のうるま市の場合は、市役所に町内ごとに大きなドラム缶を

置いて、そこから自由に持っていけるのです。ただし、ペットボトル１本までですよとい

うことで原液を置いているのですよ、常に。市民が来て、自分の分を持って帰るという形

でやっていまして、そういう意味では市民もたくさん使っているなというふうに思ってお

ります。それで、うるま市の場合は、家庭でも使っております。ただし、石けん、粉石け

んが、有機物の粉石けんでなければ、いわゆる石油系の粉石けんであればちょっとやっぱ

りまずいので、普通の植物性のものであれば非常に泡もなくなって、排水では本当にきれ

いになって、そのままきれいな水を流すことができる。それを温室の水に使うというよう

なことで、水を非常にうまくリサイクルするものとして使っておりましたので、それはそ

れなりに、うるま市民の中では評価されているのではないかと思っております。 

 それからもう一つ、鶏舎がどうしてもにおいをしますね。牛だとか豚を飼っているとこ

ろは、ハエもいるのですけれども、あるいはまた鶏なんかのところも、実は鶏なんかはそ

の鶏舎の手前でハエがとまっていて、入るまではぶんぶん我々の体にハエが飛んでいるの

ですけれども、鶏舎の中では全く１匹も飛んでいないし、牛、豚飼っているところも行っ

てまいりましたけれども、全くにおいがないということで。牛乳は高いです。沖縄のイオ

ンが全部引き取って牛乳なんか売っておりますけれども、普通の市販の牛乳よりもやはり

高いです。２割から３割ぐらい高く売っておりました。そんなことで、評価が分かれてい

るというのも実態です。しかし、北海道と沖縄は違いますから、気候的なものもあるし、

冬というところを通りますので、それらについてはどうなのかやっぱり今後検証してみな

ければならないと思っております。 

 以上です。 

◎議長（髙橋 守氏） 谷津議員。 

◎９番（谷津邦夫氏） 一連の話を聞きましたら、いわゆる比嘉教授のレポートというの

は、訂正があり、謝罪があったと、これからもインターネット上に出るサイトについては

こういうことは表現されないと、そういう理解をしてよろしいですか。 

◎議長（髙橋 守氏） 環境福祉部長。 

◎環境福祉部長（永田 徹氏） はい。先ほどの中にもありましたけれども、ＥＭ研究機

構とはそういう形で話が済んでおりますので、今後はそういう記述がされないというふう

に私も思っております。 

◎９番（谷津邦夫氏） どうもありがとうございました。終わります。 
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◎議長（髙橋 守氏） 以上で、谷津議員の質問を終了させていただきます。 

 これをもちまして、通告のありました質問はすべて終了いたしました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第５ 例月出納検査報告について（監報第２号） 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の５ 監報第２号例月出納検査報告についてを議題といたし

ます。 

 本報告については、文書御配付のとおりでありますので、口頭報告を省略し、直ちに質

疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質疑ないようですから、監報第２号例月出納検査報告について

は、報告済みとさせていただきます。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第６ 報告第４号及び報告第５号について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の６ 報告第４号及び報告第５号についてを一括議題といた

します。 

 本報告については、議会運営委員会及び常任委員会の所管事項調査報告であり、文書御

配付のとおりでありますので、口頭報告を省略し、直ちに質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質疑ないようですから、質疑を終了し、報告第４号及び報告第５

号については、報告済みとさせていただきます。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第７ 報告第６号 まちづくり活性化調査特別委員会報 

            告について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の７ 報告第６号まちづくり活性化調査特別委員会報告につ

いてを議題といたします。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。 

 齊藤委員長、登壇報告願います。 

（まちづくり活性化調査特別委員会委員長齊藤 且氏 登壇） 

◎まちづくり活性化調査特別委員会委員長（齊藤 且氏） 平成１９年第１回臨時会で決

議設置されました「まちづくり活性化調査特別委員会」について、平成２２年第１回定例

会で報告をした以降の調査結果を御報告いたします。 

 この委員会は、議長を除く全議員による委員会で調査を行っておりますので、質疑と答

弁等、内容の詳細は省略させていただきますので、御了承賜りたいと思います。 
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 さて、第１回定例会以降、４月１３日、６月１４日の２回開催いたしました。 

 ４月１３日開催の委員会では、北海道三笠高等学校の市立化の検討状況について、提示

のあった資料をもとに調査を行いました。 

 主な調査内容としまして、１、市立化による高校の収支推計について、２、三笠市の財

政シミュレーションについて調査し、行政から資料説明を受けた後、各委員からの質疑と

答弁があり、調査を終了しました。 

 続いて、６月１４日開催の委員会では、１、市立三笠総合病院の状況について、２、北

海道三笠高等学校の市立化の検討状況について、提示のあった資料をもとに調査を行いま

した。 

 初めに、市立三笠総合病院の状況についての調査では、第４四半期（３月末）の執行状

況について調査しました。 

 次に、北海道三笠高等学校の市立化の検討状況についての調査では、１、三笠市の財政

シミュレーションについて、２、市立化によるメリットについて、３、市内経済効果額の

推計について、４、学校経営計画（案）について、５、企業誘致実績等について、６、市

立化に向けての課題に対する対応経過について、７、市民説明会の実施結果について調査

し、行政から資料説明を受けた後、各委員からの質疑と答弁があり、調査を終了しまし

た。 

 以上をもちまして、本委員会の調査結果についての御報告とさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質疑ないようですから、質疑を終了し、報告第６号まちづくり活

性化調査特別委員会報告については、報告済みとさせていただきます。 

 ここで休憩をとらせていただきたいと思います。３時１５分から再開をさせていただき

たいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

休憩 午後 ２時５４分   

再開 午後 ３時１２分   

◎議長（髙橋 守氏） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第８ 報告第７号から報告第１０号までについて 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の８ 報告第７号から報告第１０号までについて一括議題と

いたします。 

 市長から提案の理由の説明を求めます。 

 市長、登壇説明願います。 

 小林市長。 
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（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 報告第７号三笠市税条例の一部を改正する条例の専決処分から報

告第１０号平成２１年度三笠市一般会計補正予算（第６回）の専決処分まで、一括して報

告申し上げます。 

 最初に、報告第７号三笠市税条例の一部を改正する条例の専決処分についてであります

が、今回の専決処分は、平成２２年３月３１日付で地方税法等の一部を改正する法律が公

布されたことに伴い、必要な措置を行ったものであります。 

 改正の内容は、個人住民税において、扶養親族に関する事項を把握できるよう扶養親族

申告書の提出を義務づけるほか、市たばこ税において、１０月１日以降の税率を引き上げ

るものであります。個人住民税について、４月１日からの賦課に適用する必要があるた

め、３月３１日に専決処分を行ったものであります。 

 次に、報告第８号三笠市国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分についてで

ありますが、今回の専決処分は、平成２２年３月３１日付で国民健康保険法施行令等の一

部を改正する政令が公布されたことに伴い、必要な措置を行ったものであります。 

 改正の内容は、非自発的失業者に対する国民健康保険料の算定を離職した翌日の属する

月からその月の属する年度の翌年度までに限り、給与所得を１００分の３０とするもので

あります。４月１日から適用する必要があるため、３月３１日に専決処分を行ったもので

あります。 

 次に、報告第９号三笠市特別養護老人ホーム等設置条例の一部を改正する条例の専決処

分についてでありますが、今回の専決処分は、平成２２年３月３１日付で介護保険法施行

例の一部を改正する法律が施行となったため、必要な措置を行ったものであります。 

 改正の内容は、介護保険法の施行日の前に市町村の措置により特別養護老人ホームに入

所していた要介護被保険者に対し、経過措置として行ってきた利用者負担の軽減措置につ

いて、平成２２年３月３１日までとされた期間を当分の間とするものであります。３月３

１日から適用する必要があるため、同日に専決処分を行ったものであります。 

 最後に、報告第１０号平成２１年度三笠市一般会計補正予算（第６回）の専決処分につ

いてでありますが、今回の補正予算の内容は、繰越明許費の地域活性化・きめ細かな臨時

交付金事業の交付金増額決定分の整理と平成２１年度決算余剰額の調整のため、既定予算

額９９億７,７８６万１,０００円に７億２,９６１万９,０００円を追加し、予算の総額を

１０７億７４８万円としたものであります。 

 最初に、歳出ですが、きめ細かな臨時交付金事業のうち、市営住宅整備事業について、

今回の整理に伴い増額措置したほか、平成２１年度決算見込みにおいて一定の余剰額が見

込まれたことから、将来の財政運営及び減債対策として備荒資金組合に超過納付したもの

であります。 

 一方、歳入については、その財源として、きめ細かな臨時交付金及び地方交付税の増額

決定分並びに平成２０年度繰り越しの未整理額のほか、備荒資金組合超過納付金積立予算
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調整額により整理したものであります。繰越明許費の補正については、増額措置した市営

住宅整備事業について変更したものであり、諸般の事情から３月３１日に専決処分を行っ

たものであります。 

 いずれも本来であれば議会提案をすべきところでありますが、その機会がないとの判断

から、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分を行ったものであります。 

 以上、報告第７号から報告第１０号まで一括して報告といたしますので、よろしく御承

認くださいますようお願い申し上げます。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、質疑に入ります。 

 報告第７号から報告第１０号までについて、一括質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質疑ないようですから、質疑を終了いたします。 

 これより、討論、採決に入ります。 

 初めに、報告第７号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 報告第７号について、承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 報告第７号三笠市税条例の一部を改正する条例の専決処分については、承認することに

決定いたしました。 

 次に、報告第８号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 報告第８号について、承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 報告第８号三笠市国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分については、承認

することに決定いたしました。 

 次に、報告第９号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 報告第９号について、承認することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 報告第９号三笠市特別養護老人ホーム等設置条例の一部を改正する条例の専決処分につ

いては、承認することに決定いたしました。 

 最後に、報告第１０号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 報告第１０号について、承認することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 報告第１０号平成２１年度三笠市一般会計補正予算の専決処分については、承認するこ

とに決定いたしました。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第９ 報告第１１号 平成２１年度三笠市一般会計繰越 

            明許費繰越計算書について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の９ 報告第１１号平成２１年度三笠市一般会計繰越明許費

繰越計算書についてを議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇説明願います。 

 小林市長。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 報告第１１号平成２１年度三笠市一般会計繰越明許費繰越計算書

について報告申し上げます。 

 今回の報告は、平成２１年度補正予算を議決を受けている子ども手当支給システム改修

費及び全国瞬時警報システム整備事業費並びに地域活性化・きめ細かな臨時交付金の全６

事業にかかわる繰越明許費について、それぞれの事業に要する歳出予算の経費を平成２２

年度に繰り越しましたので、その繰越額及び財源内訳を明らかにするため、地方自治法施

行令第１４６条第２項の規定により報告するものであります。 

 以上、報告といたしますので、よろしくお願い申し上げます。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質疑ないようですから、質疑を終了いたし、報告第１１号平成２

１年度三笠市一般会計繰越明許費繰越計算書については報告済みといたします。 
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  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 報告第１２号から報告第１５号までについて 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の１０ 報告第１２号から報告第１５号までについてを一括

議題といたします。 

 本報告については、市の出資等による法人の経営状況説明であり、文書記載のとおりで

ありますので、口頭説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 報告第１２号から報告第１５号までについて一括質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質疑ないようでございますから、質疑を終了し、報告第１２号か

ら報告第１５号までについては、報告済みといたします。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 議案第３３号から議案第３７号までについて 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の１１ 議案第３３号から議案第３７号までについてを一括

議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇説明願います。 

 小林市長。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第３３号三笠市職員育児休業等条例及び三笠市職員勤務時

間、休暇等条例の一部を改正する条例の制定から議案第３７号三笠市産業開発促進条例の

一部を改正する条例の制定まで、一括して提案説明申し上げます。 

 最初に、議案第３３号三笠市職員育児休業等条例及び三笠市職員勤務時間、休暇等条例

の一部を改正する条例の制定についてでありますが、今回の改正は、育児休業、介護休業

等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び地方公務員の育児休業等に関す

る法律の一部を改正する法律が公布され、職員の育児休業の取得要件が拡充されたことか

ら、法律において条例に委任している事項について必要な改正を行うものであります。 

 改正の内容は、三笠市職員育児休業等条例において、職員の配偶者の就業の有無や育児

休業の取得有無にかかわらず育児休業を取得できるものとする規定の整備、また、再度育

児休業が取得できる理由の拡充として、子が出生した日から５７日間内に育児休業を取得

した場合、特別な理由がなくても再度取得できる規定などを整備するものであります。 

 また、三笠市職員勤務時間、休暇等条例については、時間外勤務の制限規定として、３

歳未満の子を養育するために時間外勤務の免除を請求した場合の規定を整備するものであ

ります。 

 施行期日は、平成２２年６月３０日であります。 
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 次に、議案第３４号三笠市健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでありま

すが、今回の改正は、国民健康保険法の一部改正による基礎賦課総額の特例の延長及び引

用条項に移行が生じたことに伴い、必要な改正を行うものであります。 

 改正の内容は、基礎賦課総額の特例を平成２２年度から平成２５年度までに延長すると

ともに、国民健康保険法において、高医療費市町村に対する指定市町村制度が廃止され、

条項が繰り上がったことに伴い引用条項を改めるものであります。 

 施行期日は、平成２２年７月１日であります。 

次に、議案第３５号三笠市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の一部を改

正する条例の制定についてでありますが、今回の改正は、児童扶養手当法の一部改正によ

り父子家庭に対しても児童扶養手当が支給されることに伴い、必要な改正を行うものであ

ります。 

 改正の内容は、非常勤消防団員等の損害補償にかかわる児童扶養手当との受給調整を定

める条項に父子家庭に関する規定を追加するものであります。 

 施行期日は、平成２２年８月１日であります。 

 次に、議案第３６号三笠市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてでありま

すが、今回の改正は、火災予防に関する各種省令の一部改正に伴い、必要な改正を行うも

のであります。 

 改正の内容は、燃料電池発電設備に固体酸化物型燃料電池による発電設備を新たに追加

するとともに、特定共同住宅等における消防用設備等の設置及び維持に関する技術上の基

準を引用している条項を改正するものであります。 

 施行期日は、平成２２年１２月１日であります。 

 ただし、特定共同住宅等における消防用設備等に関する改正は、平成２２年７月１日で

あります。 

 最後に、議案第３７号三笠市産業開発促進条例の一部を改正する条例の制定についてで

ありますが、今回の改正は、過疎地域自立促進特別措置法の一部改正により、同法に規定

する特別措置の対象事業が改正されたことに伴い、必要な改正を行うものであります。 

 改正の内容は、工場等を新設または増設した場合に受けられる奨励措置について、適用

実績の乏しいソフトウエア業を廃止し、新たに情報通信技術利用事業を追加するものであ

ります。 

 施行期日は、平成２２年７月１日であります。 

 以上、議案第３３号から第３７号まで一括して提案説明といたしますので、よろしく御

審議くださいますようお願い申し上げます。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、質疑に入ります。 

 報告第３３号から報告第３７号までについて、一括質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質疑ないようですから、質疑を終了いたします。 
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 ただいま議題となっております議案第３３号から議案第３７号までについては、総合常

任委員会に付託いたします。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１２ 議案第３８号及び議案第３９号について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の１２ 議案第３８号及び議案第３９号についてを一括議題

といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇説明願います。 

 小林市長。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第３８号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に関する

協議及び議案第３９号北海道市町村備荒資金組合規約の変更に関する協議について、一括

して提案説明申し上げます。 

 最初に、議案第３８号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議について

でありますが、今回の提案は、北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例の施行に

よる支庁名及び組織区分の変更に伴い、北海道市町村職員退職手当組合規約の一部改正が

必要となるため、地方自治法第２８６条第１項の規定により同組合を組織する市町村等へ

の協議があり、賛同すべきものと判断いたし、同法第２９０条の規定により議会の議決を

求めるものであります。 

 最後に、議案第３９号北海道市町村備荒資金組合規約の変更に関する協議についてであ

りますが、今回の提案は、退職手当組合と同様に、支庁制度改革による支庁名の変更に伴

い、北海道市町村備荒資金組合規約の一部改正が必要となるため、同様に協議があり、賛

同すべきものと判断いたし、議会の議決を求めるものであります。 

 以上、議案第３８号及び第３９号について一括して提案説明といたしますので、よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、質疑に入ります。 

 議案第３８号及び議案第３９号について、一括質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質疑ないようですから、質疑を終了いたします。 

 ただいま議題となっております議案第３８号及び議案第３９号については、総合常任委

員会に付託をいたします。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１３ 議案第４０号から議案第４３号までについて 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の１３ 議案第４０号から議案第４３号までについてを一括
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議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇説明願います。 

 小林市長。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第４０号平成２２年度三笠市一般会計補正予算（第１回）か

ら議案第４３号平成２２年度市立三笠総合病院事業会計補正予算（第１回）まで一括して

提案説明申し上げます。 

 最初に、議案第４０号平成２２年度三笠市一般会計補正予算（第１回）についてであり

ますが、今回の補正は、既定予算額８９億３,５２４万７,０００円に６,６０１万４,００

０円を追加し、予算の総額を９０億１２６万１,０００円とするものであります。 

 まず、歳出でありますが、総務費では市内企業の法人税の予定納付に係る更正に伴う過

誤納還付金を増額措置するほか、地上デジタルテレビ放送への移行に伴い、幌内地区、幾

春別千住町、中島町の難視聴を解消するため、中継局及び受信施設を改修するためのもの

であります。 

 民生費では、介護保険における高額医療合算介護サービス費の支給開始に伴う一般会計

繰出金を増額措置するほか、市内在住の児童を市外の保育所に入所させるための必要な経

費を法に基づき措置するものであります。 

 衛生費では、下水道処理計画区域外の世帯に対する浄化槽設置整備費補助金について、

当初予定していた設備規模の変更により補助金を増額措置するほか、市立病院の課題であ

る医師等招聘のための新たな対策として、市立病院をＰＲするＤＶＤ等を国の緊急雇用創

出事業を活用し作成するため、事業費相当額を病院事業会計補助金として措置するもので

あります。 

 農林水産業費では、農業施策として国が創設した経営体育成交付金事業を活用し、ハウ

ス等の施設整備を行う農業者に対し間接補助するものであります。 

 土木費では、住まいのリフォーム助成事業の希望者が当初の見込みを超えており、本事

業を期待する市民要望にこたえることが必要と判断することから、さらに助成枠を拡大す

るものであります。 

 教育費では、三笠市パークゴルフ場の利用者が増加していることから、実態に合わせた

駐車スペースを確保し利用者の安全等を図るため、駐車場を整備するものであります。 

 一方、歳入については、新たな事業にかかわる特定財源４,４４９万円を措置し、不足

する一般財源２,１５２万４,０００円を備荒資金の取り崩しにより措置するものでありま

す。 

 地方債の補正については、地上デジタル放送送受信環境整備事業について措置するもの

であります。 

 次に、議案第４１号平成２２年度三笠市介護保険特別会計補正予算（第１回）について
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でありますが、今回の補正は、既定予算額１４億８,０５１万７,０００円に１,１７０万

円を追加し、予算の総額を１４億９,２２１万７,０００円とするものであります。 

 まず、歳出でありますが、保険給付費について、高額医療合算介護サービス等費の支給

開始に伴う増額分１,１７０万円を計上するものであります。 

 一方、歳入でありますが、保険給付費の特定財源として、国庫支出金など９７３万２,

０００円を増額するとともに不足する財源は、介護給付費準備基金から１９６万８,００

０円を取り崩し計上するものであります。 

 次に、議案第４２号平成２２年度三笠市下水道事業会計補正予算（第１回）についてで

ありますが、今回の補正は、企業会計移行による公共下水道事業特別会計の打ち切り決算

に伴い、特別会計から企業会計への引き継ぎ、現金及び固定資産等が確定したことによ

り、法定資産における原価償却費を４６４万５,０００円増額し、収益的支出の総額を５

億５,７３８万３,０００円とするものであります。 

 この結果、収入支出差し引きの損益額は６万２,０００円の利益になる予定でありま

す。 

 最後に、議案第４３号平成２２年度市立三笠総合病院事業会計補正予算（第１回）につ

いてでありますが、今回の補正は、国の緊急雇用創出事業臨時特例交付金を活用し、病院

の診療体制を維持する上で基本的な課題となっている医師、看護師の確保に対応するため

の招聘対策事業を実施するものであります。 

 なお、国からの緊急雇用創出事業臨時特例交付金に関しては、一般会計からの繰入金と

して措置するものであります。 

 この結果、収益的収支と資本的収支を合わせた内部留保資金の状況は、当初予算と変わ

らず２,３７１万円となる見込みであります。 

 以上、議案第４０号から第４３号まで一括して提案説明といたしますので、よろしく御

審議くださいますようお願い申し上げます。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、質疑に入ります。 

 議案第４０号から議案第４３号までについて、一括質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質疑ないようですから、質疑を終了いたします。 

 ただいま議題となっております議案第４０号から議案第４３号までについては、総合常

任委員会に付託をいたします。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１４ 議案第４４号 権利の放棄について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の１４ 議案第４４号権利の放棄についてを議題といたしま

す。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 
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 市長、登壇説明願います。 

 小林市長。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第４４号権利の放棄について提案説明申し上げます。 

 放棄の理由は、会社法第４７５条第１号の規定に基づき、清算手続中である三笠観光事

業株式会社が経営資金貸付金を返還することが困難と判断し、権利の放棄を行うものであ

ります。 

 放棄する権利の内容は、三笠市から三笠観光事業株式会社へ経営資金貸付金として貸し

付けした１億１,０００万円であります。 

 放棄予定日は、平成２２年６月２５日であります。 

 以上、提案説明といたしますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質疑ないようですから、質疑を終了いたします。 

 ただいま議題となっております議案第４４号については、総合常任委員会に付託をいた

します。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１５ 議案第４５号及び議案第４６号について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の１５ 議案第４５号及び議案第４６号についてを一括議題

といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇説明願います。 

 小林市長。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第４５号市道路線の廃止について、議案第４６号市道路線の

認定について一括して提案説明申し上げます。 

 今回の市道路線の廃止及び認定につきましては、２路線であります。 

 榊町１４号線につきましては、榊町団地公営住宅建替事業により区画変更を伴うことか

ら一たん廃止し、起点の変更を行い、改めて認定するものであります。 

 清住町東４号線につきましては、沿線住民の生活環境改善のため、新たに市道路線に認

定するものであります。 

 以上、議案第４５号及び第４６号について一括して提案説明といたしますので、よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。 
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◎議長（髙橋 守氏） これより、質疑に入ります。 

 議案第４５号及び議案第４６号について、一括質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質疑ないようですから、質疑を終了いたします。 

 ただいま議題となっております議案第４５号及び議案第４６号については、総合常任委

員会に付託をいたします。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１６ 議案第４７号 動産の取得について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の１６ 議案第４７号動産の取得についてを議題といたしま

す。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇説明願います。 

 小林市長。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第４７号動産の取得について提案説明申し上げます。 

 今回購入する備品は高規格救急自動車であり、２,８８７万５,０００円で札幌トヨタ自

動車株式会社岩見沢支店から購入しようとするものであります。 

 予定価格が２,０００万円以上の動産となりますので、三笠市議会の議決に付す契約及

び財産の取得又は処分条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 以上、提案説明といたしますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質疑ないようですから、質疑を終了いたします。 

 ただいま議題となっております議案第４７号については、総合常任委員会に付託いたし

ます。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第１７ 議案第４８号 榊町団地公営住宅建替工事請負 

             契約の締結について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の１７ 議案第４８号榊町団地公営住宅建替工事請負契約の

締結についてを議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇説明願います。 

 小林市長。 
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（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第４８号榊町団地公営住宅建替工事請負契約の締結について

提案説明申し上げます。 

 今回の契約は、６月１日の指名競争入札により落札者が決定し、仮契約を締結したもの

であります。 

 請負金額は５億２,２９０万円で、平成２２年、２３年の継続工事であり、請負人は田

端本堂・川上・長岡共同企業体であります。 

 以上、予定価格が１億５,０００万円以上の工事請負契約となりますので、三笠市議会

の議決に付す契約及び財産の取得又は処分条例第２条の規定により、議会の議決を求める

ものであります。 

 以上、提案説明といたしますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質疑ないようですから、質疑を終了いたします。 

 ただいま議題となっております議案第４８号については、総合常任委員会に付託をいた

します。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第１８ 議案第５０号 三笠市公平委員会委員の選任に 

             ついて 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の１８ 議案第５０号三笠市公平委員会委員の選任について

を議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇説明願います。 

 小林市長。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第５０号三笠市公平委員会委員の選任について提案説明申し

上げます。 

 三笠市公平委員会委員渡邊紘子氏の平成２２年７月８日付任期満了に伴い、引き続き同

氏を選任いたしたく、地方公務員法第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求める

ものであります。 

 再任の渡邊紘子氏は、昭和１７年５月２０日生まれで６８歳、住所は三笠市いちきしり

７０５番地であります。 

 同氏は、三笠市農業協同組合婦人部長、いわみざわ農業協同組合女性部長、空知農業協

同組合女性部連絡協議会副会長などを歴任し、平成６年７月から三笠市公平委員として選
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任され、現在に至っております。 

 三笠市公平委員として適任であると考えますので、御同意くださいますようお願い申し

上げます。 

◎議長（髙橋 守氏） 本案については、質疑、討論を省略したいと思います。御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認め、質疑、討論を省略することに決定いたしまし

た。 

 続いて、お諮りいたします。 

 議案第５０号について、これに同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第５０号三笠市公平委員会委員の選任については、同意することに決定いたしまし

た。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第１９ 議案第５１号 三笠市職員懲戒審査委員会委員 

             の任命について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の１９ 議案第５１号三笠市職員懲戒審査委員会委員の任命

についてを議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇説明願います。 

 小林市長。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第５１号三笠市職員懲戒審査委員会委員の任命について提案

説明申し上げます。 

 三笠市職員懲戒審査委員会委員として、市の職員から任命していた森原裕委員の退職及

び梅津吉昭委員の人事異動に伴い、後任者として、北山一幸氏、金子満氏の両氏を任命す

るため、地方自治法施行規程第１７条第３項の規定により、議会の同意を求めるものであ

ります。 

 北山一幸氏は、昭和２７年７月１５日生まれで５７歳、住所は三笠市美園町８番地４

５、職名は総務部長であります。 

 また、金子満氏は、昭和３６年５月２４日生まれで４９歳、住所は三笠市本郷町６６７

番地、職名は総務部総務課長であります。 

 両氏とも、三笠市職員懲戒審査委員会委員として適任と考えますので、御同意ください

ますようお願い申し上げます。 
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◎議長（髙橋 守氏） 本案については、質疑、討論を省略したいと思います。御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認め、質疑、討論を省略することに決定いたしまし

た。 

 続いて、お諮りいたします。 

 議案第５１号について、これに同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第５１号三笠市職員懲戒審査委員会委員の任命については、同意することに決定い

たしました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎休 会 の 議 決 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 休会についてお諮りいたします。 

 議事の都合により、明日６月１９日から６月２４日まで６日間、休会としたいと思い

ま。御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 ６月１９日から６月２４日まで、６日間休会することに決定いたしました。 

 以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎散 会 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 本日は、これをもちまして散会いたします。 

 大変お疲れさまでした。 

散会 午後 ３時４９分  
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